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1．名城大学学則（抜粋）

第1章　総　　則

　（目的）
第 1 条　ຊ大学は、教育جຊ๏及び学校教育๏のن定すると͜Ζ

に従い、学ज़の中心として、ਂくઐ໳の教育ڀݚを行い、合わ
せて޿൚な教ཆをഓい、૑଄తな஌ੑと๛かなਓ間ੑを備えた
༗ೳなਓ材をཆ成するとと΋に学ज़・จԽのਐలにد༩する͜
とを目తとする。

　（自己評価等）
第 2 条　ຊ大学は、その教育ڀݚਫ準の向্をਤΓ、ຊ大学の目

త及びࣾձత使໋をୡ成するため、教育׆ڀݚಈ等の状گにつ
いてࣗΒ఺ݕ及びධՁを行い、その݁Ռをެ表する。

ᶄ　前項の఺ݕ、ධՁ等にؔする͜とは、ผに定める。
ᶅ　ୈ 1 項の఺ݕ及びධՁの݁Ռについては、ຊ大学の職員以֎

の者にΑるূݕを行う。
　（情報の積極的な提供）
第 2 条の 2　ຊ大学における教育׆ڀݚಈ等の状گについては、

。を行うڙతに৘報の提ۃੵ、行෺への掲載等にΑってץ

第 2 章　組　　織

　（学部）
第 3 条　ຊ大学に、次の学෦及び学科をஔく。

๏　ç学　ç෦　　๏学科
ܦ Ӧ 学 ෦　　ܦӦ学科、ܦࡍࠃӦ学科
ܦ ࡁ 学 ෦　　ࡁܦ学科、࢈業ࣾձ学科
ཧ ޻ 学 ෦　　 数学科、ి޻ࢠిؾ学科、Խ学・෺࣭学

科、ػց޻学科、ަ௨ػց޻学科、ϝΧ
トϩχΫス޻学科、ࣾձج൫σβイン޻
学科、ڥ؀૑଄޻学科、ݐங学科

೶　ç学　ç෦　　ੜ෺資ݯ学科、Ԡ用ੜ෺Խ学科、
ੜ෺ڥ؀科学科

ༀ　ç学　ç෦　　ༀ学科
౎ࢢ৘報学෦　　౎ࢢ৘報学科
ਓ 間 学 ෦　　ਓ間学科
֎ ࠃ ޠ 学 ෦　　ࡍࠃӳޠ学科
৘ 報 ޻ 学 ෦　　৘報޻学科

ᶄ　前項の各学෦及び学科のऩ༰定員は、ผ表ୈ 1 のとおΓとする。
　（学部の人材の養成に関する目的）
第 3 条の 2　前৚に定める学෦͝とのਓ材のཆ成にؔする目తそ

のଞの教育্ڀݚの目తにؔしては、以ԼのΑうに定める。
（ 1  ）๏学෦は、๏తߟࢥ及び๏తૉཆを修得させる͜とにΑ

Γ、ࣾձのΈなΒずࣗݾにରする؍٬తなࢹ఺を持ち、ਖ਼ٛ
え൑断する͜とのできるߟを݉Ͷ備えて、ࣗ෼で؍とྙཧײ
ਓ材のཆ成を目తとする。

（ えΒれたࢧい教ཆに޿に෋Έ、෯֮ײࡍࠃ、Ӧ学෦はܦ（  2
شӦ諸科学のཧ࿦త・実ફతೳྗをࣾձのଟ༷なྖҬで発ܦ
するਓ材のཆ成を目తとする。

（ 、つめݟという一つの૭を௨͡てࣾձをࡁܦ、学෦はࡁܦ（  3
ଟ༷Խ・ෳࡶԽするࣾձにॊೈにରԠできるཱࣗతਓ間のཆ
成を目తとする。

（ 4  ）ཧ޻学෦は、෯޿いૉཆを備え、ࣾձに௨用するઐ໳஌
ࣝとそのԠ用ྗを持ち、科学ٕज़者としてࣗΒの手で৽しい
෼໺を૑଄తに੾Γ୓いてΏくਓ材のཆ成を目తとする。

（ 5  ）೶学෦は、ੜ໋科学、৯ྉ・健康科学、ڥ؀科学をج൫

とした෯޿いઐ໳త学ࣝを༗し、ಎྗ࡯、૑଄ྗおΑび実ફ
ྗを備え、ࣾձにݙߩできるਓ材のཆ成を目తとする。

（ ý  ）ༀ学෦は、ༀ学の確かな஌ࣝ、ٕೳとと΋に、ੜ໋のଚさを
஌Γ、๛かなਓ間ੑとྙཧ؍を΋ち、ਓʑの健康と෱ࢱの向্
にݙߩできるਓ材のཆ成を目తとする。

（ þ  ）౎ࢢ৘報学෦は、αーϏスαイΤンスの؍఺かΒ、౎ࢢ
にؔする૯合త஌ࣝとόϥンス֮ײをซせ持ち、·ちͮくΓ
΍૊৫ܦӦにؔする༷ʑな՝୊を෼ੳし、ղ決するਓ材のཆ
成を目తとする。

（ ÿ  ）ਓ間学෦は、ਓ間ੑへのಎ࡯を中֩にすえた޿いࢹ໺と
ਂい教ཆを持ち、๛かなਓ間ੑにཪ打ちされ、ࡍࠃతな෣୆
で΋׆༂できるίϛュχケーγϣンೳྗと行ಈྗを備えたਓ
材のཆ成を目తとする。

（ Խのਪਐをཧ೦とし、άϩーόϦθーࡍࠃ、学෦はޠࠃ֎（  9
γϣンがਂԽするੈքにおいてٻめΒれる実ફతなίϛュχ
ケーγϣンྗを༗し、ڥࠃをӽえて׆༂できる、以Լに掲͛
るೳྗを備えたਓ材のཆ成を目తとする。
ᶃάϩーόルԽࣾձの最前ઢで׆༂できるӳޠのӡ用ೳྗを

༗したਓ材
ᶄΞジΞをは͡めとするւ֎の事৘に௨͡、ҟจԽ΍ࣾࡍࠃ

ձにରしてਂいཧղྗを持ったਓ材
ᶅ೔ຊのྺ࢙、จԽ、ࣾձをਂくཧղし、೔ຊのཱ場΍事৘

をੈքに発৴するೳྗを備え、άϩーόルԽࣾձを੾Γ
։いて行く͜とができるਓ材

（ 10）৘報޻学෦は、෯޿いૉཆを備え、ࣾձに௨用する৘報
学のઐ໳஌ࣝとそのԠ用ྗを持ち、৘報ٕज़者としてࣗΒ޻
の手で৽しい෼໺を૑଄తに੾Γ୓いてΏくਓ材のཆ成を目
తとする。

　（大学院）
第 4 条　ຊ大学に、大学Ӄをஔく。
ᶄ　大学Ӄにؔする͜とは、ผに定める。
　（専攻科）
第 5 条　ຊ大学に、ઐ߈科をஔく。
ᶄ　ઐ߈科にؔする͜とは、ผに定める。
　（附属施設等）
第 6 条　ຊ大学に、次の教育ڀݚの施ઃ等をஔく。
（ ॴڀݚ（  1
（ 2  ）೶学෦ෟଐ೶場
（ 3  ）そのଞෟଐ施ઃ等
ᶄ　教育ڀݚの施ઃ等にؔする͜とは、ผに定める。
　（附属図書館）
第 7 条　ຊ大学に、ෟଐਤॻؗをஔく。
ᶄ　ෟଐਤॻؗにؔする͜とは、ผに定める。

第 3 章　学年・学期及び休業日

　（学年）
第 12 条　学年は、4 月 1 ೔に࢝·Γ、ཌ年 3 月 31 ೔に終わる。
　（学期）
第 13 条　学年を次の 2 学ظに෼ける。
　　　前4　ظ 月 1 ೔かΒ 9 月 13 ೔·で
　　　後9　ظ 月 14 ೔かΒཌ年 3 月 31 ೔·で
　（休業日）
第 14 条　ٳ業೔は、次のとおΓとする。
（ 1  ）೔༵೔
（ ຽのॕ೔にؔする๏཯（ত࿨ࠃ（  2 23 年๏཯ୈ 1þÿ 号）に定

めるٳ೔
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（ 3  ）Նٳق業೔　ÿ 月্०かΒ 9 月 13 ೔·で
（ 4  ）ౙٳق業೔　12 月Լ०かΒཌ年 1 月্०·で
（ 5  ）य़ٳق業೔　2 月্०かΒ 3 月 31 ೔·で
ᶄ　必要が͋る場合、前項に定める΋のの΄か、ٳ業೔を定め、

ຢはมߋする͜とができる。

第 4 章　修業年限及び在学年限

　（修業年限）
第 15 条　学෦の修業年ݶは、4 年とする。たͩし、ༀ学෦にお

いては、ý 年とする。
　（在学年限）
第 16 条　学ੜは、ÿ 年を௒えてࡏ学する͜とはできない。たͩし、

ୈ 22 ৚ຢはୈ 23 ৚のن定にΑΓ入学ຢはస学෦等が許Մされ
た者のࡏ学年ݶは、ผに定める。

ᶄ　前項のن定にかかわΒず、ༀ学෦のࡏ学年ݶは、12 年とする。

第 5章　入　　学

　（入学の時期）
第 17 条　ຊ大学の入学の࣌ظは、ຖ年 4 月とする。たͩし、ୈ

10 ষ及びୈ 11 ষに定める΋のについては、学ظの࢝めとする
͜とができる。

　（入学資格）
第 18 条　ຊ大学に、入学できる者は、次の各号の 1 に該当する

者とする。
（ 1  ）高等学校ຢは中等教育学校をଔ業した者
（ 2  ）௨ৗの՝ఔにΑる 12 年の学校教育を修了した者
（ において学校教育におけるࠃ֎（  3 12 年の՝ఔを修了した者

ຢは͜れに準ずる者で、จ෦科学大ਉの指定した΋の
（ 4  ）จ෦科学大ਉが高等学校の՝ఔとಉ等の՝ఔを༗する΋

のとして認定したࡏ֎教育施ઃの当該՝ఔを修了した者
（ 5  ）ઐ修学校の高等՝ఔ（修業年ݶが 3 年以্で͋る͜とそ

のଞจ෦科学大ਉが定めるج準をຬたす΋のにݶる。）でจ
෦科学大ਉがผに指定する΋のをจ෦科学大ਉが定める೔以
後に修了した者

（ ý  ）จ෦科学大ਉの指定した者（ত࿨ 23 年จ෦ল告示ୈ 4þ 号）
（ þ  ）高等学校ଔ業ఔ౓認定نݧࢼଇにΑる高等学校ଔ業ఔ౓

認定ݧࢼに合格した者（نچఔにΑる大学入学資格ݕ定に合
格した者をؚむ。）

（ ÿ  ）高等学校に 2 年以্ࡏ学した者ຢは͜れに準ずる者でจ
෦科学大ਉの指定した΋ので͋って、ຊ大学において、数学
の෼໺におけるಛに༏れた資࣭を༗し、かつ、高等学校をଔ
業した者とಉ等以্の学ྗが͋ると認めた者

（ 9  ）学校教育๏ୈ 90 ৚ୈ 2 項のن定にΑΓ大学に入学した者
で͋って、当該者をその後に入学させる大学において、大学
における教育を受けるに;さわしい学ྗが͋ると認めた者

（10）ຊ大学において、ݸผの入学資格審査にΑΓ、高等学校を
ଔ業した者とಉ等以্の学ྗが͋ると認めた者で、1ÿ にࡀ
ୡした者

　（編入学・転入学及び再入学）
第 22 条　次の各号の 1 に該当する者で、ฤ入学、స入学ຢは࠶

入学（以Լʮฤ入学等ʯという。）をئࢤする者については、
બߟのうえ、૬当年次にฤ入学等を許Մする。

（ 1  ）大学をଔ業した者ຢはୀ学した者
（ 2  ）୹ظ大学、高等ઐ໳学校、޻ཱࠃچ業教員ཆ成ॴຢはࠃ

ཱཆޢ教་ཆ成ॴをଔ業した者
（ 3  ）ઐ修学校のઐ໳՝ఔ（修業年ݶが 2 年以্、૯授業࣌数

が 1
þ00 ࣌間以্で͋る΋のにݶる。）を修了した者（たͩし、
学校教育๏ୈ 90 ৚ୈ 1 項にن定する大学入学資格を༗する
者にݶる。）

（ 4  ）学校教育๏施行نଇෟଇୈ þ ৚に定める従前のن定にΑ
る高等学校、ઐ໳学校एしくは教員ཆ成諸学校等の՝ఔを修
了、ຢはଔ業した者

（ 5  ）高等学校のઐ߈科の՝ఔ（修業年ݶが 2 年以্で͋る͜
とそのଞのจ෦科学大ਉの定めるج準をຬたす΋のにݶる。）
を修了した者（たͩし、学校教育๏ୈ 90 ৚ୈ 1 項にن定す
る大学入学資格を༗する者にݶる。）

　（転学部等）
第 23 条　స学෦・స学科・ίースมߋ（以Լʮస学෦等ʯという。）

をئࢤする者については、બߟのうえ、当該の学෦、学科、ίー
スの૬当年次にస学෦等を許Մする。

第 6章　教育課程・履修方法等

　（教育課程）
第 24 条　教育՝ఔは、各授業科目を必修科目、બ୒科目及びࣗ

༝科目とし、બ୒科目については、学修ํ๏にΑΓબ୒必修科
目ຢはબ୒科目に۠෼する。

ᶄ　前項に定める教育՝ఔは、各年次に഑当してฤ成する΋のと
する。

ᶅ　授業科目、単位数及びଔ業要݅は、ผ表ୈ 2 及び各学෦ཤ修
要項のとおΓとする。

ᶆ　ୈ 43 ৚及びୈ 44 ৚で定める֎ࠃਓཹ学ੜ及びঁࢠࠃؼとし
て入学した者については、前項ผ表ୈ 2 にن定する授業科目の
΄か、ผ表ୈ 3 に定める授業科目をஔく。

ᶇ　ୈ 44 ৚の 2 に定めるަཹ׵学ੜとして入学した者について
は、ผ表ୈ 2 にن定する授業科目の΄か、ผ表ୈ 3 の 2 に定め
る授業科目をஔく。

ᶈ　ཤ修ํ๏にؔする͜とは、ผに定める。
　（教育内容等の改善）
第 24 条の 2　ຊ大学は、授業の内༰及びํ๏のվળをਤるため

の૊৫తなݚ修及びڀݚを行う。
ᶄ　前項のݚ修及びڀݚにؔする͜とは、ผに定める。
　（単位）
第 25 条　授業科目の単位は、次の各号のج準にΑる΋のとする。
（ 及びԋ習については、15ٛߨ（  1 ࣌間かΒ 30 ࣌間·での授業

࣌間を΋って 1 単位とする。
（ 2  ）実ݧ、実習及び実ٕについては、30 ࣌間かΒ 45 ࣌間·で

の授業࣌間を΋って 1 単位とする。
ᶄ　前項のن定にかかわΒず、ଔ業࿦จ、ଔ業ڀݚ、ଔ業੍作等

の授業科目については、͜れΒの学修の成ՌをධՁして単位を
༩える͜とができる。

　（単位の授与）
第 26 条　授業科目をཤ修し、ݧࢼに合格した者には、ॴ定の単

位を༩える。
　（入学前の既修得単位等の認定）
第 27 条　教育্༗ӹと認めるときは、ຊ大学のୈ 1 年次に入学

した者が、入学前に、次の教育施ઃ等（֎ࠃの大学をؚむ。）
において行った学修及び修得した単位を、大学ઃஔج準に定め
ると͜ΖにΑΓ、ຊ大学が定める授業科目をཤ修して修得した
΋のとΈなし、ý0 単位を௒えないൣғで認定する͜とができる。

（ 1  ）大学ຢは୹ظ大学
（ 2  ）୹ظ大学ຢは高等ઐ໳学校のઐ߈科
（ 3  ）จ෦科学大ਉの定める΋の
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　（本大学以外における修得単位等の認定）
第 28 条　学ੜが、ຊ大学以֎の教育施ઃ等で行った学修及び修

得した単位の認定は、前৚のن定を準用する。
ᶄ　前項の修得した΋のとΈなす単位数は、ୈ 2þ ৚にΑΓ修得

した΋のとΈなす単位数と合わせて ý0 単位を௒えないൣғで
認定する͜とができる。

　（編入学等及び転学部等の単位等の認定）
第 29 条　ฤ入学等及びస学෦等をした学ੜのطにཤ修した授業

科目及び修得した単位は、各学෦において認定する。
　（多様なメディアを高度に利用して行う授業）
第 29 条の 2　ຊ大学は、จ෦科学大ਉがผに定めると͜ΖにΑΓ、

ଟ༷なϝσΟΞを高౓にར用して行う授業を教ࣨ等以֎の場ॴ
でཤ修させる͜とができる。

　（成績）
第 30 条　ཤ修科目の成੷は、ल（4）、༏（̖）、ྑ （̗）、Մ（̘）

及びෆՄ（̛）の 5 種のධޠを΋って表わし、ल（4）、༏（̖）、
ྑ（̗）及びՄ（̘）を合格とする。　　　

第 7章　休学・転学・留学・退学等

　（休学）
第 31 条　࣬පそのଞ΍むを得ないཧ༝にΑΓ、3 月以্修学す

る͜とができない者は、学෦教授ձのٞをܦて、学෦௕の許Մ
を得てٳ学する͜とができる。

ᶄ　ٳ学ظ間は、1 年以内とする。たͩし、ಛผのཧ༝が͋る場
合は、1 年をݶ౓として、ٳ学ظ間のԆ௕を認める͜とができる。

ᶅ　ٳ学ظ間は、௨ࢉして 4 年を௒える͜とができない。
ᶆ　ٳ学ظ間は、ࡏ学年ݶにࢉ入しない。
　（復学）
第 32 条　ٳ学ظ間中にそのཧ༝がফ໓したときは、学෦教授ձ

のٞをܦて、学෦௕の許Մを得て෮学する͜とができる。
　（転学）
第 33 条　ଞの大学に入学ຢはస入学をئࢤする者は、学෦௕に

。い出て、͋Βか͡めその許Մを得なけれ͹なΒないئ
　（留学）
第 34 条　֎ࠃの大学ຢは୹ظ大学で学修する͜とをئࢤする者

は、学෦௕の許Մを得てཹ学する͜とができる。
ᶄ　ཹ学ظ間は、ୈ 3ÿ ৚に定めるࡏ学ظ間にؚめる͜とができ

る。
　（退学）
第 35 条　࣬පそのଞ΍むを得ないཧ༝にΑΓ、ୀ学しΑうとす

る者は、学෦教授ձのٞをܦて、学௕の許Մを得てୀ学する͜
とができる。

　（除籍）
第 36 条　次の各号の 1 に該当する者は、学෦教授ձのٞをܦて、

学௕がআ੶する。
（ 1  ）ୈ 1ý ৚に定めるࡏ学年ݶを௒えた者
（ 2  ）ୈ 31 ৚に定めるٳ学ظ間を௒えてなお修学できない者
（ 3  ）学අをೲ入しない者
（ 4  ）そのଞ成業のݟ込Έがないと認めΒれる者
　（復籍）
第 37 条　前৚にΑΓআ੶された者で෮੶しΑうとする΋のは、

学෦教授ձのٞをܦて、学௕の許Մを得て෮੶する͜とができ
る。たͩし、前৚ୈ 1 号にΑΓআ੶された者はআく。

第 8章　卒業及び学位の授与

　（卒業及び学位の授与）
第38条　次の各号の 1 に該当する者には、学෦教授ձのٞをܦて、

学෦௕がଔ業を認定し、学௕は、学࢜の学位を授༩する。
（ 1  ）ຊ大学に 4 年以্ࡏ学し、ୈ 24 ৚に定める 124 以্の単

位を修得した者
（ 2  ）ຊ大学に 3 年以্ࡏ学し、ผに定める要݅をຬたした者

第 9章　教職課程及び学芸員課程

　（教育職員免許状の取得）
第 39 条　教育職員免許状を取得しΑうとする者は、教育職員免

許๏及びಉ施行نଇに定める単位を修得しなけれ͹なΒない。
ᶄ　教職՝ఔにؔする授業科目、単位数、ཤ修ํ๏等は、ผ表ୈ

4 のとおΓとする。
　（教育職員免許状の種類）
第 40 条　ຊ大学において、ॴ定の単位を修得した者は、ผ表ୈ 5

の教育職員免許状を取得する͜とができる。
　（学芸員資格の取得）
第 40 条の 2　学芸員の資格を取得しΑうとする者は、ത෺ؗ๏

及びಉ施行نଇに定める単位を修得しなけれ͹なΒない。
ᶄ　学芸員՝ఔにؔする授業科目及び単位数は、ผ表ୈ ý のとお

Γとする。

第 10 章　科目等履修生及び研究生

　（科目等履修生）
第 41 条　ຊ大学において、授業科目につきཤ修する͜とをئࢤ

する者については、教育ڀݚにࢧোのない場合にݶΓ、બߟの
うえ、科目等ཤ修ੜとして入学を許Մする。

ᶄ　授業科目をཤ修し、ݧࢼに合格した者には、ॴ定の単位を༩
える。

　（研究生）
第 42 条　ຊ大学において、ઐ໳事項につきڀݚする͜とをئࢤ

する者については、教育ڀݚにࢧোのない場合にݶΓ、બߟの
うえ、ڀݚੜとして入学を許Մする。

第 11 章　外国人留学生、帰国子女及び交換留学生

　（外国人留学生）
第 43 条　֎ࠃਓで、大学において教育を受ける目తを΋って入

֎、のうえߟする者については、બئࢤし、ຊ大学に入学をࠃ
。ਓཹ学ੜとして入学を許Մするࠃ

　（帰国子女）
第 44 条　ঁࢠࠃؼで、ຊ大学に入学をئࢤする者については、

બߟのうえ、ঁࢠࠃؼとして入学を許Մする。
　（交換留学生）
第 44 条の 2　ຊ大学とのަྲྀڠ定及び加ໍ校間のަཹ׵学をਪਐ

するஂମとのڠ定にͮجきւ֎の大学かΒຊ大学へ೿ݣされた
者は、બߟのうえ、ަཹ׵学ੜとして入学を許Մする。

第 12 章　賞　　罰

　（表彰）
第 45 条　学ੜとして表জにՁする行ҝが͋った者は、学෦教授

ձ及びٞڠձのٞをܦて、学௕が表জする。
　（懲戒）
第 46 条　ຊ大学のنଇにҧ൓ຢは学ੜとしてのຊ෼に൓する行

ҝをした者は、学෦教授ձ及び大学ٞڠձのٞをܦて、学௕が
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௄ռする。௄ռの手続き等については、ผに定める。
ᶄ　前項の௄ռの種ྨは、ୀ学、ఀ学及び܇告とする。
ᶅ　前項のୀ学は、次の各号の 1 に該当する場合に行う。
（ 1  ）ੑ行ෆྑでվળのݟ込Έがないと認めΒれる者
（ 2  ）ຊ大学のடংをཚし、そのଞ学ੜとしてのຊ෼にஶしく

൓した者

第 13 章　厚生施設

　（学生寮等）
第 47 条　ຊ大学に、学ੜྈ等をஔく。
ᶄ　学ੜྈ等にؔする͜とは、ผに定める。

第 14 章　公開講座

　（公開講座）
第 48 条　ࢢຽ及び஍Ҭࣾձの教育จԽの発లにݙߩするため、

ຊ大学にެ։࠲ߨを։ઃする͜とができる。
ᶄ　ެ։࠲ߨにؔする͜とは、ผに定める。

第 15 章　学　費　等

　（学費等）
第 49 条　学අ等の種ྨ及びそのֹは、学校๏ਓ໊৓大学のઃஔ

する学校の学අ等にؔするنଇに定めると͜ΖにΑる。

第 1章　総　　則

　（目的）
第 1 条　͜のنఔは、໊৓大学学ଇ（以Լʮ学ଇʯという。）に

定める΋のの΄か、教຿にؔする必要な事項を定める͜とを目
తとする。

第 2章　学籍簿及び学生証

　（学籍簿）
第 2 条　໊৓大学（以Լʮຊ学ʯという。）にॴ定の学੶฽を備え、

そのอ؅は学຿センターで行う。
ᶄ　学੶฽の記載事項にมߋがੜ͡たときは、௚ちに、ॴ定の用

。にそのཧ༝を記入のうえ、学෦௕にಧけ出なけれ͹なΒないࢴ
　（学生証の交付等）
第 3 条　ຊ学に入学した者には、学ੜূをަ付する。
ᶄ　学ੜূの༗ޮظ間は、学ଇに定める修業年ݶ·でのظ間とす

る。
ᶅ　前項の༗ޮظ間のຬ了以後に学ੜূをߋ৽する場合の༗ޮظ

間は、前項にかかわΒず、1 年とする。
ᶆ　学ੜは、学ੜূに記載された஫ҙ事項を९कしなけれ͹なΒ

ない。
ᶇ　学ੜূのަ付の࣌ظ、ํ๏等は各学෦で定める。

第 3章　授業及び履修科目の登録

　（授業）
第4条　ຊ学における授業は、年౓のॳめに、授業科目、༵ ೔、࣌ 、ݶ

授業科目を担当する教育職員等を、各学෦でঝ認した΋のを学
຿センターにおいて、授業࣌間ׂ表にΑΓެ表し実施する。た
ͩし、ू中ٛߨ等については、ผに͜れをެ表し実施する͜と
が͋る。

ᶄ　ަ௨ؔػのストϥイΩの実施、๫෩ܯ報の発ྩ、֐ࡂ等の発
ੜ及び大ن໛஍਒にؔする൑定ձটू࣌の授業の取ѻいにؔす
る͜とは、ผに定める。

　（履修科目の登録）
第 5 条　学ੜは、ཤ修科目として登録する͜とができる単位数に

にཤ修しΑうとする授業科目をظき、その年౓ຢはその学ͮج
બ୒し、指定されたظ間内に、ཤ修科目の登録をしなけれ͹な
Βない。

ᶄ　前項の定めると͜ΖにΑΓ、ॴ定の単位を༏れた成੷を΋っ
て修得した学ੜについては、次年౓ຢは次学ظに、前項に定め
る্ݶを௒えてཤ修科目の登録を認める͜とができる。

ᶅ　次の各号のいずれかに該当した授業科目のཤ修はແޮとする。
（1）未登録の授業科目のཤ修
（2）ಉ一࣌間ଳにෳ数の授業科目のཤ修
に単位を修得した授業科目のཤ修ط（3）

ᶆ　提出されたཤ修ಧのมߋは、学෦等でಛに認めた場合の΄か
は行う͜とができない。

ᶇ　そのଞཤ修にؔする必要な͜とは、学෦等で定める。
　（遠隔授業の単位数について）
第 5 条の 2　学ଇୈ 29 ৚の 2 にΑるଟ༷なϝσΟΞを高౓にར用

して行う授業を教ࣨ等以֎でཤ修させるํ๏にΑΓ行われた授
業をཤ修して修得した単位については、ý0 単位·でଔ業に必
要な単位数にࢉ入する͜とができる。

ᶄ　学ଇୈ 2þ ৚にΑる入学前のط修得単位及び学ଇୈ 2ÿ ৚にΑ
るଞ大学と単位׵ޓする単位において、จ෦科学大ਉがผに定
めると͜ΖにΑるଟ༷なϝσΟΞを高౓にར用して行う授業を
教ࣨ等以֎でཤ修させるํ๏にΑΓ行われた授業をཤ修して修
得した単位が͋る場合は、前項のن定にかかわΒず、当該修得
単位と前項にΑΓࢉ入しΑうとする単位とを合ࢉして、ý0 単
位·でଔ業に必要な単位数にࢉ入する͜とができる。

　（他学部の授業科目の履修）
第 6 条　学ੜは、ॴଐ学෦の授業科目の΄かにଞの学෦の授業科

目をཤ修する͜とができる。
ᶄ　ଞの学෦の授業科目のཤ修を希望する者は、ॴଐ学෦௕をܦ

て、ཤ修を希望する学෦の学෦௕の許Մを得なけれ͹なΒない。
ᶅ　ཤ修を許Մする授業科目、単位の認定及びそのଞ必要な͜と

は、当該྆学෦で定める。
　（副専攻）
第 6 条の 2　学ੜは、ଞの学෦・学科・ઐ߈の授業科目の中かΒ

指定されたಛ定෼໺の授業科目を෭ઐ߈科目としてཤ修する͜
とができる。

ᶄ　෭ઐ߈にؔするそのଞ必要な͜とは、ผに定める。
　（他大学の授業科目の履修）
第 7 条　学ੜは、ຊ学の授業科目の΄かにʮ単位׵ޓにؔするแ

。定ʯに加ໍする大学の授業科目をཤ修する͜とができるڠׅ
ᶄ　ଞ大学の授業科目のཤ修を希望する者は、ॴ定の手続をܦて、

科目։ઃ大学の許Մを得なけれ͹なΒない。
ᶅ　ଞ大学で登録ཤ修できる単位及びそのଞ必要な͜とは、ผに

定める。

第 4章　試験・成績・単位認定等

　（試験）
第 8 条　ݧࢼは、定ݧࢼظ、௥ݧࢼ及びݧࢼ࠶とする。たͩし、

必要が͋るときは、దٓ、ݧࢼを実施する͜とができる。
ᶄ　௥ݧࢼは、࣬පそのଞ΍むを得ないཧ༝にΑΓ、定ݧࢼظを

受ݧできなかった者について、1 ճにݶΓ行う。

2．教　務　規　程
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ᶅ　ݧࢼ࠶は、定ݧࢼظの݁Ռ、ෆ合格になった者について、1
ճにݶΓ行う͜とができる。

ᶆ　ݧࢼのํ๏は、ච記ຢはޱड़にΑる΋のとする。たͩし、࿦
จそのଞのํ๏にΑΓ、͜れに୅える͜とができる。

　（試験の実施）
第 9 条　ݧࢼの実施にؔする͜とは、学෦等で定める。
ᶄ　ަ௨ؔػのストϥイΩの実施、๫෩ܯ報の発ྩ、֐ࡂ等の発

ੜ及び大ن໛஍਒にؔする൑定ձটू࣌のݧࢼの取ѻいにؔす
る͜とは、ผに定める。

　（受験の資格）
第 10 条　受ݧに必要な手続をしなかった者ຢは学අをೲ入しな

かった者は、受ݧできない。たͩし、学අをೲ入しなかった者が、
高等教育の修学ࢧԉ৽੍౓等の申੥にΑΓ学අのೲ付༛予ظ間
中で͋る場合は、前ஈにかかわΒず、受ݧする͜とができる。

ᶄ　次の各号のいずれかに該当するときは、受ݧできない͜とが
͋る。

（ 1  ）授業科目の出੮೔数が 3 ෼の 2 にຬたないとき
（ 2  ）学ੜ （ূॴ定の受ݧථをؚむ。）を提示できないとき
（ ։࢝後、ॴ定の࣌間以্஗れたときݧࢼ（  3
（ ؂ಜ者の指示に従わないときݧࢼ（  4
（ においてෆਖ਼行ҝをしたときݧࢼ（  5
（ ý  ）そのଞ学෦等で定める事項にҧ൓したとき
　（成績の評価）
第 11 条　成੷は、100 ఺をຬ఺とし、ධՁは、90 ఺以্を̨、

ÿ0 ఺以্ 90 ఺未ຬを̖、þ0 ఺以্ ÿ0 ఺未ຬを̗、ý0 ఺以্
þ0 ఺未ຬを̘、ý0 ఺未ຬを̛とする。

ᶄ　成੷ධՁج準については、次のとおΓとする。

ධՁ 準　ج ఺数
4 授業目ඪのਫ準をे෼にୡ成でき、ཱࡍっている。 100 ～ 90
" 授業目ඪのਫ準をे෼にୡ成できている。 ÿ9 ～ ÿ0
# 授業目ඪのਫ準を֓Ͷୡ成できている。 þ9 ～ þ0
$ 授業目ඪの最低ݶのਫ準をୡ成できている。 ý9 ～ ý0
' 授業目ඪの最低ݶのਫ準をୡ成できていない。 59 ～ 0

　（GPA）
第 11 条の 2　ཤ修指導等において、(1"（άϨーυ・ϙイント・

ΞϕϨージ）にΑる成੷ධՁを用いる͜とができる。
ᶄ　(1" のࢉ出ํ๏については、ผに定める。
　（成績の通知）
第 12 条　成੷は、受ݧ者に௨஌する。
ᶄ　௨஌の࣌ظ、ํ๏等にؔする͜とは、学෦等で定める。
　（不正行為の禁止）
第 13 条　ݧࢼにおいて、ෆਖ਼行ҝを行ってはなΒない。
ᶄ　ෆਖ਼行ҝの取ѻいについては、内نを΋って定める。
　（単位の認定及び表記）
第 14 条　学ଇୈ 2þ ৚及びୈ 2ÿ ৚に定める単位の認定は、学෦

௕が行う。
ᶄ　࠶入学、స学෦等の学ੜの入学及びస入前に修得した授業科

目の単位、成੷ฒびにධՁの表記は、各学෦において認定した
単位数、成੷及びୈ 11 ৚に定めるධՁຢは / の表示を΋って
行う。

ᶅ　ຊ学以֎の教育施ઃ等において行った学修及び修得した単位
のうち、認定した単位及び成੷の表記は、単位数の記載とୈ
11 ৚に定めるධՁຢは / の表示を΋って行う。

　（進級）
第 15 条　学ੜが、্ڃ年次にਐڃするために必要な単位修得ج

準は、学෦で定める。

　（早期卒業の要件）
第 16 条　学ଇୈ 3ÿ ৚ୈ 2 号に定める者は、次の要݅をす΂てຬ

たした者でなけれ͹なΒない。
（ 1  ）3 年以্のࡏ学で、ຊ学の定めるଔ業要݅としての単位を

༏लな成੷で修了した者
（ 2  ）学ଇୈ 3ÿ ৚ୈ 2 号にن定するଔ業を希望している者

第 5章　学籍異動の手続等

　（休学の手続）
第 17 条　ٳ学しΑうとする者は、そのཧ༝がੜ͡たときかΒ 1

月以内に、ॴ定の用ࢴにそのཧ༝を記入し、อূਓ࿈ॺのうえ、
学෦௕にئい出る΋のとする。

ᶄ　ٳ学ظ間をԆ௕しΑうとする者は、前項に定める手続をܦな
けれ͹なΒない。

ᶅ　ٳ学を許Մされた者は、ผに定めるࡏ੶ྉをຊ学の指定する
。間内にೲ入しなけれ͹なΒないظ

　（復学の手続）
第 18 条　෮学しΑうとする者は、ॴ定の用ࢴにそのཧ༝を記入

し、อূਓ࿈ॺのうえ、学෦௕にئい出る΋のとする。
ᶄ　෮学の࣌ظは、各学ظのॳめとする。たͩし、ಛผの事৘が

͋るときは、͜のݶΓでない。
　（退学の手続）
第 19 条　ୀ学しΑうとする者は、ॴ定の用ࢴにそのཧ༝を記入

し、อূਓ࿈ॺのうえ、学෦௕をܦて、学௕にئい出る΋のと
する。

ᶄ　ୀ学の೔付は、طೲの授業ྉ等の༗ޮظ間内で、教授ձの指
定する೔とする。

　（再入学の手続）
第 20 条　࠶入学しΑうとする者は、ॴ定の用ࢴにそのཧ༝を記

入し、อূਓ࿈ॺのうえ、学෦௕をܦて、学௕にئい出る΋の
とする。

ᶄ　࠶入学の出ظئ間は、ୀ学したཌ೔かΒୀ学した೔の 5 年後
の೔のଐする年౓の຤೔·でとする。

ᶅ　࠶入学が許Մされた者は、ผに定める入学ۚ及び授業ྉ等を
ຊ学の指定するظ間内にೲ入しなけれ͹なΒない。

ᶆ　࠶入学の࣌ظは、年౓のॳめとする。
　（除籍の日付）
第 21 条　আ੶の೔付は、طೲの授業ྉ等の༗ޮظ間内で、教授

ձの指定する೔とする。たͩし、学ଇୈ 3ý ৚ୈ 4 号にΑΓআ
੶された入学手続׬了者で、年౓ॳめに学ੜূを受ྖしない者
の೔付は 4 月 30 ೔とする。

　（復籍の手続）
第 22 条　෮੶しΑうとする者は、ॴ定の用ࢴにそのཧ༝を記入

し、อূਓ࿈ॺのうえ、学෦௕をܦて、学௕にئい出る΋のと
する。

ᶄ　෮੶の出ظئ間は、আ੶された೔のཌ೔かΒআ੶された೔の
5 年後の೔のଐする年౓の຤೔·でとする。

ᶅ　෮੶が許Մされた者は、ผに定める෮੶ྉ及び授業ྉ等をຊ
学の指定するظ間内にೲ入しなけれ͹なΒない。

ᶆ　෮੶の࣌ظは、年౓のॳめとする。
　（転学部等の手続）
第 23 条　స学෦等のئࢤ者は、ॴ定の用ࢴにそのཧ༝を記入し、

ॴଐ学෦௕にئい出る΋のとする。
ᶄ　స学෦等が許Մされた者は、ผに定めるస学෦ྉ等及び授業

ྉ等をຊ学の指定するظ間内にೲ入しなけれ͹なΒない。
ᶅ　స学෦等の࣌ظは、年౓のॳめとする。
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ᶆ　స学෦等のબํߟ๏等にؔする͜とは、学෦で定める。

第 6章　学　位　記

　（学位記）
第 24 条　学位記の೔付は、ଔ業式の೔とする。たͩし、ༀ学෦

においては、ଔ業式の೔以前の೔付とする͜とができる。
ᶄ　年౓の中్において、ଔ業と認定されたときの学位記の೔付

は、次の各号のとおΓとする。
（1）次の年౓の 4 月 30 ೔·でに、ଔ業と認定されたときは、

前年౓のଔ業式の೔付とする。
（2）次の年౓の 10 月 31 ೔·でに、ଔ業と認定されたときは、

その年౓の 9 月 13 ೔の೔付とする。
ᶅ　学位記は、ަ࠶付しない。

第 7章　雑　　則

　（諸証明書の発行）
第 25 条　ຊ学にࡏ੶する者ຢはࡏ੶した者かΒٻめが͋るとき

は、諸ূ明ॻを発行する͜とができる。
ᶄ　ূ明ॻの発行の࣌ظ、ํ๏等にؔする͜とは、学෦等で定め

る。
　（様式等）
第 26 条　͜のنఔの施行に必要な༷式及び事項は、ผに定める。

　（目的）
第 1 条　͜の要項は、໊৓大学学ଇ（以Լʮ学ଇʯという。）ୈ

41 ৚に定める科目等ཤ修ੜの取ѻいに܎る必要な事項を定め
る͜とを目తとする。

　（資格）
第 2 条　໊৓大学（以Լʮຊ大学ʯという。）の科目等ཤ修ੜと

してئࢤできる者の資格は、ݪଇとして੍ݶしない。
　（受付の時期）
第 3 条　科目等ཤ修ੜとして入学をئࢤする者の受付の࣌ظは、

学ظの࢝めとする。たͩし、ू 中ٛߨの場合は、͜ のݶΓでない。
　（手続）
第 4 条　科目等ཤ修ੜとして入学をئࢤする者は、ຊ大学の指定

するظ間内に、次の各号に定めるॻྨの΄か、ผに定める入学
定ྉৼ込ূ明ॻをఴえて、学຿センター、ༀ学෦事຿ࣨ及びݕ
φΰϠυーϜ前Ωϟンύス事຿ࣨにئい出る΋のとする。

（ 1  ）科目等ཤ修ੜ入学ئࢤॻ（ئࢤॻ受付೔前 3 月以内にࡱ
Өしたࣸਅをష付の͜と）

（ 2  ）ଔ業ূ明ॻ及び成੷ূ明ॻ
（ 3  ）そのଞຊ大学が必要とする΋の
　（入学の許可）
第 5 条　科目等ཤ修ੜの入学は、授業科目を։ߨする学෦教授ձ

等のٞをܦて、学௕が許Մする。
　（科目等履修料等）
第 6 条　科目等ཤ修ੜとして入学を許Մされた者は、ผに定める

科目等ཤ修ྉ及び実ݧ実習අをຊ大学の指定するظ間内にೲ入
しなけれ͹なΒない。

ᶄ　前項の手続を終えた者には、許Մ௨஌ॻをަ付する。
　（科目等履修生証）
第 7 条　科目等ཤ修ੜには、科目等ཤ修ੜূをަ付する。
　（履修期間）

第 8 条　科目等ཤ修ੜのཤ修ظ間は、入学を許Մされた೔かΒそ
の年౓の຤೔·でとする。たͩし、ཤ修科目が 2 年౓にわたΓ
։ߨされる場合は、͜のݶΓでない。

　（授業科目及び単位数）
第 9 条　ཤ修を許Մする授業科目は、学෦教授ձ等のٞをܦて、

学෦௕が決定する。
ᶄ　ཤ修を許Մする単位数は、1 年౓につき、30 単位以内（ू中

。にΑる΋の΋ؚむ。）とするٛߨ
　（履修科目の単位の授与等）
第 10 条　科目等ཤ修ੜとしてཤ修した科目については、学ଇୈ

41 ৚ୈ 2 項にΑΓ、ॴ定の単位を༩える。
ᶄ　単位授༩のためのݧࢼの種ྨ、ํ๏及び݁Ռの௨஌は、教຿

。ఔの定めると͜ΖにΑるن
ᶅ　ཤ修した科目の成੷のධՁは、学ଇୈ 30 ৚のن定の定める

と͜ΖにΑる。
　（証明書の発行）
第 11 条　科目等ཤ修ੜには、ຊਓのٻめにΑΓ、単位修得ূ明

ॻ等を発行する͜とができる。
　（資格の取消）
第 12 条　ཤ修ظ間中においてຊ大学のنଇ等にҧ൓し、科目等

ཤ修ੜとしてのຊ෼に൓する行ҝをした者は、科目等ཤ修ੜの
資格を取ফす͜とが͋る。

　（様式）
第 13 条　ୈ 4 ৚に定める科目等ཤ修ੜ入学ئࢤॻの༷式は、ผ

に定める。
　（補則）
第 14 条　͜の要項の施行にؔし必要な͜とは、学຿センター௕

が定める。
　（準用）
第 15 条　科目等ཤ修ੜにؔし、学ଇ及び͜の要項に定めのない

͜とについては、ਖ਼نの学ੜにؔするن定を準用する。

　（目的）
第 1 条　͜の要項は、໊৓大学学ଇ（以Լʮ学ଇʯという。）ୈ

42 ৚に定めるڀݚੜの取ѻいに܎る必要な事項を定める͜と
を目తとする。

　（資格）
第 2 条　໊৓大学（以Լʮຊ大学ʯという。）のڀݚੜとしてࢤ

。できる者の資格は、次の各号のいずれかに該当する者とするئ
（ 1  ）修業年ݶ 4 年以্の大学をଔ業した者
（ 2  ）ຊ大学において、前号とಉ等の学ྗが͋ると認めΒれた者
　（手続）
第 3 条　ڀݚੜとして入学をئࢤする者は、ຊ大学の指定するظ

間内に、次の各号に定めるॻྨの΄か、ผに定める入学ݕ定ྉ
ৼ込ূ明ॻをఴえて、学຿センター、ༀ学෦事຿ࣨ及びφΰϠ
υーϜ前Ωϟンύス事຿ࣨ（以Լʮ学຿センター等ʯという。）
にئい出る΋のとする。

（ ॻ受付೔前ئࢤ）ॻئࢤੜ入学ڀݚ（  1 3 月以内にࡱӨした
ࣸਅをష付の͜と）

（ 2  ）ଔ業ূ明ॻ及び成੷ূ明ॻ
（ を指導する教育職員のঝ୚ॻڀݚ（  3
ᶄ　ئࢤ者が、֎ࠃਓཹ学ੜ（֎ࠃਓཹ学ੜとしてئࢤする者を

ؚむ。）の場合は、前項のॻྨの΄か、次の各号に定めるॻྨ

3. 科目等履修生要項

4. 研究生要項
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をఴえなけれ͹なΒない。
（ Χーυ（ࣸ）、एしくはॅຽථཹࡏ（  1
（ 2  ）学අෛ担者等及び࿈བྷ先を明示したॻྨ
　（入学の許可）
第 4 条　ڀݚੜの入学は、学෦教授ձのٞをܦて、学௕が許Մする。
　（研究料等）
第 5 条　ڀݚੜとして入学を許Մされた者は、ผに定めるڀݚྉ

及び実ݧ実習අをຊ大学の指定するظ間内にೲ入しなけれ͹な
Βない。

ᶄ　前項の手続きを終えた者には、入学許Մॻをަ付する。
　（研究生証）
第 6 条　ڀݚੜには、ڀݚੜূをަ付する。
　（研究期間）
第 7 条　ڀݚੜのظڀݚ間は、ݪଇとして 1 年とする。たͩし、

後ظ入学者については、学ଇୈ 13 ৚に定める後ظのظ間のΈ
΋Մೳとする。なお、ڀݚの必要が͋る場合は、1 年以内のԆ
௕をする͜とができる。

ᶄ　ظڀݚ間をԆ௕した後、ಛผの事৘にΑΓߋにظڀݚ間が必
要な場合は、վめてئい出る΋のとする。

　（延長手続）
第 8 条　ظڀݚ間のԆ௕を希望する者は、ظڀݚ間Ԇ௕ئॻを学

຿センター等に提出する΋のとする。
ᶄ　֎ࠃਓཹ学ੜの場合は、前項のॻྨの΄か、ୈ 3 ৚ୈ 2 項に

定めるॻྨをఴえなけれ͹なΒない。
　（延長許可）
第 9 条　ظڀݚ間のԆ௕は、学෦教授ձのٞをܦて、学௕が許Մ

する。
　（研究科目等）
第 10 条　学෦௕は、ڀݚੜのઐ໳事項を指定し、ڀݚを指導す

る教育職員を指໊する΋のとする。
　（研究報告書の提出）
第 11 条　ڀݚੜは、そのظڀݚ間の終了にࡍし、ڀݚ報告ॻを

学෦௕に提出しなけれ͹なΒない。
　（研究等の証明）
第 12 条　ڀݚੜは、ظڀݚ間及びڀݚ事項に܎るূ明をٻめる

͜とができる。
　（資格の取消）
第 13 条　ظڀݚ間中においてڀݚੜとしてෆద当と認めたとき

は、資格を取ফす͜とが͋る。
　（様式）
第 14 条　ୈ 3 ৚ୈ 1 項ୈ 1 号及びୈ ÿ ৚ୈ 1 項に定めるئॻの

༷式は、ผに定める。
　（準用）
第 15 条　ڀݚੜにؔし、学ଇ及び͜の要項に定めのない͜とに

ついては、ਖ਼نの学ੜにؔするن定を準用する。

第 1章　総　　則

　（目的）
第 1 条　͜のنଇは、ଞに定める΋のの΄か、学校๏ਓ໊৓大学

のઃஔする学校の学අ及び手数ྉ（以Լʮ学අ等ʯという。）
にؔして定める͜とを目తとする。

　（適用範囲）
第 2 条　͜のنଇは、໊৓大学大学Ӄ、໊৓大学（以Լʮ大学ʯ

という。）ฒびに໊৓大学ෟଐ高等学校（以Լʮ高校ʯという。）
にద用する。

　（学費等の種類）
第 3 条　学අの種ྨは、入学ۚ、授業ྉ、実ݧ実習අ、校අ、施

ઃඅຢは施ઃҡ持අ及び教職ཤ修අ、学芸員ཤ修අ、科目等ཤ
修ྉ、ڀݚྉ、ಛผௌߨྉฒびにࡏ੶ྉをいう。

ᶄ　手数ྉの種ྨは、入学ݕ定ྉ、స学෦・స学科・ίースมߋ（以
Լʮస学෦等ʯという。）ݧࢼྉ、௥ݧࢼ࠶ྉ及び学位審査ྉ、
෮੶ྉ、స学෦等ྉฒびに各種ূ明手数ྉをいう。

第 2章　大学の学費等

　（学費等の額）
第 3 条の 2　学අ等のֹについては、ผ表ୈ 1ʦશ学ڞ௨事項参রʧ

のとおΓとする。
　（新入学生以外の学費の適用）
第 3 条の 3　৽入学ੜ以֎の者の学අのద用については、次のと

おΓとする。
（ 1  ）ཹ年者の授業ྉ等

　ཹ年者の授業ྉ、実ݧ実習අ、校අ及び施ઃඅ（以Լʮ授
業ྉ等ʯという。）は、その者の入学年౓の΋のをద用する。

（ 2  ）෮学者の授業ྉ等
　෮学者の授業ྉ等は、その者の入学年౓の΋のをద用する。

（ 3  ）෮੶者の授業ྉ等
　෮੶者の授業ྉ等は、その者を෮੶させるର৅学年次の΋
のをద用する。

（ 4  ）స学෦等をした者の授業ྉ等
　స学෦等をした者の授業ྉ等は、当該ର৅の学෦・ίース・
学科の学年次の΋のをద用する。

（ 5  ）ฤ入学者及び࠶入学者の学අ
　ฤ入学者及び࠶入学者の入学ۚは、入学年౓の΋のをద用
し、授業ྉ等はฤ入学ຢは࠶入学を許Մしたର৅の学෦・ίー
ス・学科の学年次の΋のをద用する。

（ ý  ）ٳ学者のࡏ੶ྉ
੶ྉをೲ入する΋のとする。たࡏ、間中ظ学ٳ、学者はٳ　
ͩし、前・後ظ෼いずれかの授業ྉ等がೲ入されている者に
ついては、そのظのࡏ੶ྉは、௃ऩしない΋のとする。

（ þ  ）ࡏ੶ྉのֹݮ
　前号のࡏ੶ྉは、ಛにཧ༝が͋る場合にݶΓֹݮする͜と
ができる。

ᶄ　学年の్中で学੶がফ໓した者΋、学੶がফ໓した前೔のଐ
するظの授業ྉ等は、͜れをೲ入する΋のとする。たͩし、大
学Ӄത࢜՝ఔにおいて、ಛに大学の事৘にΑΓ学位࿦จの審査
が年౓をӽす場合の当該ӽした年౓の授業ྉ等は、͜れを௃ऩ
しない΋のとする。

　（長期履修学生制度に係る学費等の特例）
第 3 条の 4　大学Ӄ修࢜՝ఔ及びത࢜前ظ՝ఔฒびにത࢜後ظ՝

ఔ及びത࢜՝ఔのうち、௕ظཤ修を希望したࣾձਓ学ੜが、ظ
間を୹ॖした場合は、୹ॖした年数の学අ૯ֹとのֹࠩを௃ऩ
する΋のとする。

　（学費等の納入期限）
第 4 条　大学の学අ等のೲ入ݶظは、次のとおΓとする。
（ 1  ）入学ݕ定ྉ

　入学ݕ定ྉは、大学の指定する入学ئࢤ手続ظ間内に、͜
れをೲ入しなけれ͹なΒない。

5．学校法人名城大学の設置する学
校の学費等に関する規則（抜粋）
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（ 2  ）入学ۚ
　入学ۚは、大学の指定する入学手続ظ間内に、͜れをೲ入
しなけれ͹なΒない。

（ 3  ）授業ྉ等
Ξ ৽入学ੜ
　৽入学ੜの授業ྉ等のうち、前ظ෼は、大学の指定する入
学手続ظ間内に、͜れをೲ入し、後ظ෼のೲ入ݶظは、10
月 10 ೔とする。

イ 学ੜࡏ
は、͜れをݶظ学ੜの授業ྉ等のೲ入ࡏ　 2 に෼け、ຖ年ظ
5 月 10 ೔及び 10 月 10 ೔とする。

　（授業料等の納期の延期）
第 5 条　授業ྉ等は、次の場合、そのೲظのԆظを認める͜とが

͋る。
（ 1  ）ෆྀの事ނຢは֐ࡂ等、ਅに΍むを得ないཧ༝が͋る場合
（ 2  ）入学手続で෼ׂ手続が認めΒれている場合
ᶄ　授業ྉ等のೲظのԆظをئい出る者で、前項ୈ 1 号に該当す

る΋のはཏূࡂ明ॻ等ೲظのԆظをئい出るに足るจॻྨをఴ
付し、前項ୈ 2 号に該当する΋のはॴ定のԆئظにΑΓ、ೲ入
。い出る΋のとするئ前に、当該学෦௕にݶظ

ᶅ　ೲظԆئظは、学෦௕及び学௕のঝ認をܦて、ܦཧ੹೚者の
決ࡋを得なけれ͹なΒない。

ᶆ　前項にΑΓೲظのԆظを認めΒれた者のೲ入ݶظは、Ԇظを
認めΒれた೔·でとする。

　（学費等の不返還）
第 6 条　طにೲ入された学අ等は、次の場合をআき、事৘のいか

ΜにかかわΒず、͜れをฦؐしない。
（ 1  ）明Βかにॏෳຢは௒աೲ入になった෼の͋る場合
（ 2  ）学੶がফ໓したとき、当該ফ໓の೔のଐするظの次のظ

の学අで、前ೲされていた෼の͋る場合。たͩし、৽入学ੜ
で入学手続࣌ೲ入ۚとしてೲ入された学අは、͜の取ѻいを
しない。

（ 3  ）ୈ ÿ ৚のن定にΑΓ、ิॿ免আとなった෼の͋る場合
（ 4  ）ಛにཧ事௕が、その必要を認めた෼の͋る場合
　（入学等の不許可）
第 10 条　入学ۚ及び授業ྉ等のॴ定のֹを入学手続ظ間内にೲ

入しなかった者は、入学を許Մしない。
ᶄ　科目等ཤ修ੜ、ڀݚੜ、࠶入学者、స学෦等をした者で、ॴ定

の学අ等を、指定するظ間内にೲ入しなかった者は、それぞれの
許Մを取Γফす。

　（除籍手続）
第 11 条　授業ྉ等のೲ入のٛ຿をଵった者は、学ଇのن定にΑ

Γআ੶の手続に付す。
ᶄ　前項にΑΓআ੶の手続に付すときは、それ以前に細ଇで定め

るಜଅ等必要な手続をܦる΋のとする。
ᶅ　ٳ学を許Մされた者で、ॴ定のࡏ੶ྉをೲ入しなかった者に

ついては、ୈ 1 項中ʮ授業ྉ等ʯと͋るのをʮࡏ੶ྉʯとಡΈ
ସえる΋のとする。

　（未納による試験無効の手続）
第 12 条　ೲ入ݶظ·でに授業ྉ等のೲ入をଵった者は、当該未

ೲظにかかわるݧࢼແޮ手続に付す。
ᶄ　前項にかかわるݧࢼと授業ྉ等のೲ入ݶظの取ѻいは、次の

とおΓとする。
（1 ）前ݧࢼظについては、前ظ෼と、その最終のೲ入ݶظ
（2 ）後ݧࢼظについては、後ظ෼と、その最終のೲ入ݶظ
（3 ）௨年の学年౓຤ݧࢼについては、前ظ෼及び後ظ෼と、

それぞれの最終のೲ入ݶظ
ᶅ　ୈ 1 項にΑΓݧࢼແޮの手続に付すときは、細ଇで定める手

続をܦる΋のとする。
※มߋになる場合が͋Γ·す

　（目的）
第 1 条　͜のنఔは、໊৓大学（大学Ӄをؚむ。以Լʮຊ学ʯと

いう。）の学ੜにରし、঑学੍౓をઃけ、その教育の向্に資
する͜とを目తとする。

　（定義及び種類）
第 2 条　前৚の঑学੍౓における঑学ੜは、次の各号で掲͛る΋

のとする。
（ 1  ）学業༏ल঑学ੜ

　学業（入学ݧࢼ成੷をؚむ。）、ਓ෺と΋にಛに༏लな学ੜ
を学業༏ल঑学ੜとし、ผ表ୈ 1 のとおΓ঑学ۚຢは記೦඼
をڅ付する͜とにΑΓ、修学ҙཉの高༲をਤる。

（ 2  ）修学ԉॿ঑学ੜ
　学業成੷が༏लで修学ҙཉが͋るに΋かかわΒず、ࡁܦత
ཧ༝にΑΓ、学業のܧ続がࠔ೉と認めΒれる学ੜを修学ԉॿ
঑学ੜとし、ผ表ୈ 2 のとおΓԉॿする。

（ 3  ）ಛผ঑学ੜ
　ࣾձਓ学ੜ及びަཹ׵学ੜ等のࢧԉ、ࢲඅ֎ࠃਓཹ学ੜで
向学のҙࢤを༗し、かつ、学資のܰݮを要すると認めΒれる
者にରするԉॿ、ฒびに学ੜの教育ڀݚのਪਐを目తとし、
ಛผ঑学ੜとしてผ表ୈ 3 のとおΓԉॿする。

ԽΫϥϒ等঑学ੜڧ（  4 ）
　ಛに༏लな成੷をおさめた学ੜຢはಛஈに高いスϙーπೳ
ྗを持つ学ੜにରし、ྗٕڝの向্をଅし、ຊ学のスϙーπ
Խをਤる͜とを目తとして、ผ表ୈੑ׆、ಈの高౓Խ׆ 4 の
とおΓԉॿする。

ᶄ　前項ୈ 1 号に掲͛る学業༏ल঑学ੜの種ྨは、次のとおΓと
する。

（ 1  ）大学Ӄ学業༏ल঑学ੜ
（ 2  ）学業༏ल঑ྭ੍౓
（ 3  ）学業༏ल঑学ੜ
（ 4  ）入ࢼ成੷༏ल঑学ੜ
ᶅ　ୈ 1 項ୈ 2 号に掲͛る修学ԉॿ঑学ੜの種ྨは、次のとおΓ

とする。
（ 1  ）修学ԉॿ̖঑学ੜ
（ 2  ）修学ԉॿ̗঑学ੜ
（ 3  ）རڅิࢠ঑学ੜ
ᶆ　ୈ1項ୈ3号に掲͛るಛผ঑学ੜの種ྨは、次のとおΓとする。
（ 1  ）ࣾձਓ学ੜ঑学ੜ
ਓཹ学ੜ̖঑学ੜࠃ֎අࢲ（  2 ）
（ 3  ）೿ཹ׵ަݣ学঑学ੜ
（ 4  ）受入れަཹ׵学঑学ੜ
（ 5  ）ւ֎ݚ修঑学ੜ
（ ý  ）ւ֎ӳݚޠ修೿ࢧݣԉ " ঑学ੜ
（ þ  ）ւ֎ӳݚޠ修೿ࢧݣԉ # ঑学ੜ
（ ÿ  ）大学Ӄ঑学ੜ
（ 9  ）ຊ学ଔ業等ิॿ঑学ੜ
（10） 校༑ձ঑学ੜ
（11） 大学ਪનにΑるࠃඅ֎ࠃਓཹ学ੜ঑学ੜ

6．奨学生規程（抜粋）
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（12） ւ֎大学教員学位取得ࢧԉ঑学ੜ
（13） ೔ຊ学ज़ৼڵձಛผڀݚ員঑学ੜ
　（奨学生の資格等）
第 3条　঑学ੜの資格、ืूظ間、څ付ظ間、ਓ数及びڅ付ֹは、

ผ表ୈ 1 かΒผ表ୈ 4 ·でで定めるج準にΑって、͜ れを行う。
ᶄ　各種঑学੍౓は、授業ྉ、実ݧ実習අ及び施ઃඅの年ֹを௒

えないൣғでॏෳՄೳとする。たͩし、大学等における修学の
年๏཯ୈݩԉにؔする๏཯（ྩ࿨ࢧ ÿ 号。以Լʮ๏཯ୈ ÿ 号ʯ
という。）にͮجく授業ྉ等ݮ免認定者において、各種঑学੍
౓は、授業ྉ、実ݧ実習අ及び施ઃඅの年ֹかΒ๏཯ୈ ÿ 号に
Αるݮ免ֹをࠩしҾいたֹۚを௒えないൣғでॏෳՄೳとす
る。

ᶅ　ୈ 2 ৚ୈ 4 項ୈ 3 号、ୈ 5 号、ୈ ý 号、ୈ þ 号、ୈ 9 号及び
ୈ 10 号に該当するಛผ঑学ੜは、前項のن定にかかわΒず、
঑学ۚのશֹを受څする͜とができる΋のとする。

ᶆ　঑学ੜは、ࡏ学ظ間෼にݶΓ঑学ۚを受څする資格を༗する。
たͩし、ຊ学ଔ業等ิॿ঑学ੜは͜のݶΓでない。

　（資格の喪失）
第 5 条　঑学ੜが次の各号のいずれかに該当する場合は、その資

格をࣦう。

（ 1  ）ୀ学ຢはআ੶となったとき
（ 2  ）ఀ学、܇告そのଞのॲ෼を受けたとき
（ 3  ）提出ॻྨにِڏの記載が͋ったとき
　（奨学金の停止）
第 6 条　ୈ 2 ৚ୈ 4 項ୈ 1 号、ୈ 2 号及びୈ 12 号に該当する঑学

ੜがٳ学ຢはཹ年したときは、঑学ۚのڅ付をఀࢭする。たͩし、
ಉ項ୈ 2 号及びୈ 12 号に該当する঑学ੜが、පؾそのଞ΍むを
得ないཧ༝にΑΓཹ年したときは、͜のݶΓではない。

ᶄ　ୈ 2 ৚ୈ 4 項ୈ 11 号に該当するಛผ঑学ੜがٳ学ຢはཹ年
したときは、จ෦科学লのج準に準͡て取ѻう΋のとする。

　（返還）
第 7 条　ୈ 5 ৚のن定にΑΓ資格の૕ࣦが決定したときは、当該

年౓にަ付された঑学ۚのશ෦ຢは一෦のฦؐを໋ずる͜とが
できる。

　（所掌業務）
第 8 条　͜のنఔにؔする業຿は、学຿センターຢはࡍࠃԽਪਐ

センターにおいて෼ঠする。
　（補則）
第 9 条　͜のنఔの施行にؔし、必要な事項はผに定める。

別表第 1（第 2 条、第 3 条関係）
学 業 優 秀 奨 学 生

種　ྨ 大学Ӄ学業༏ल঑学ੜ 学業༏ल঑ྭ੍౓ 学業༏ल঑学ੜ

資　格 大学Ӄੜで、学業成੷及びਓ෺༏ल者 ৽ 3 年次ੜで、2 年次·での学業成੷及
びਓ෺༏ल者（ༀ学科は৽ 5 年次ੜで、
4 年次·での学業成੷及びਓ෺༏ल者）

৽ 4 年次ੜで、3 年次·での学業成੷及
びਓ෺༏ल者

間　ظ 当該年౓ 当該年౓ 当該年౓

ਓ　数 90 ໊ 2ý0 ໊ 各学科で 1 （໊ༀ学科は 2 ໊）

付ֹڅ 年ֹ一཯ 30 ສԁ 3 ສԁ૬当のۚ඼ 授業ྉ年ֹの 1ö2

内　ن
にΑる
成　੷
準　ج

各ڀݚ科にΑる 次の 	1
 及び 	2
 に該当する者
	1
 2 年次·でに ý2 単位以 （্教職及び
学芸員にؔする授業科目、ࣗ༝科目をআ
く。）を、修得している者
ༀ学科は 4 年次·でに 150 単位以্を、
修得している者
	2
 ཤ修登録科目のฏۉ఺が ÿ0 ఺以্の者

次の 	1
 及び 	2
 に該当する者
	1
 3 年次·でに 93 単位以 （্教職及び
学芸員にؔする授業科目、ࣗ༝科目をআ
く。）を、修得している者で、ଔ業ݟ込Έ
の者（ༀ学科をআく）
	2
 ཤ修登録科目のฏۉ఺が ÿ0 ఺以্の者

別表第 2（第 2 条、第 3 条関係）
修 学 援 助 奨 学 生

種　ྨ 修学ԉॿ̗঑学ੜ རڅิࢠ঑学ੜ

資　格 学෦ੜ、大学ӃੜでओたるՈࢧܭ持者（学資ෛ担者）のࢮ๢、
࣬ප等、ຢは、Րࡂ、෩ਫ֐等のඃ֐にΑΓՈܭがٸมし、
修学のҙࢥが͋るに΋かかわΒず、ࡁܦతにஶしくࠔ೉となっ
た者。Ոجܭ準及び成੷ج準はผに定める。

ඛࡾ）するۜ行ܞతなཧ༝にΑΓຊ学と提ࡁܦ 6'+ ۜ行）の
教育ϩーンをར用した者

ื　ू ý 月、9 月、12 月、2 月 2 月

間　ظ 当該年౓ 当該年౓

ਓ　数 該当する者શ員 該当する者શ員

付ֹڅ 年ֹ一཯ 30 ສԁ 当該年౓·での学අをݶ౓とするआ入ֹのࢧ෷རࢠに、教育
ϩーンར用者の年ऩにԠ͡たڅ付཰（50ˋຢは 100ˋ）を৐͡
たֹ

内　ن
にΑる
Ո　ܭ
準　ج

ಉ一ੈଳの前年౓ॴ得合ܭ （ֹ学資ෛ担者をআく。）かΒผ表に
Αる߇আ後の合ֹܭが 200 ສԁ以Լとする。たͩし、事業ॴ得
者の前年ॴ得合ֹܭがϚイφスの場合は、0 ԁとして্ܭする。
※ผ表は૭ޱで申੥ॻྨとと΋にお౉しいたし·す。

内　ن
にΑる
成　੷
準　ج

学修ҙཉが͋Γ、学業をܧ続して確実に修了できるݟ込Έが͋
る͜と。
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 1．大規模自然災害経済支援奨学生要項
　（目的）
第 1 条　͜の要項は、஍਒、෩ਫ֐、Րࢁの෾Ր等の大ن໛ࣗવ

มし、修学がٸがܭにΑΓՈ（。等ʯという֐ࡂ以Լʮ）֐ࡂ
、付してڅ೉になったຊ大学の学ੜ等をର৅にಛผ঑学ۚをࠔ
。ԉする͜とを目తとするࢧࡁܦ

　（対象となる災害）
第 2 条　ର৅となる֐ࡂ等は、ٹ֐ࡂॿ๏がద用された֐ࡂとす

る。
ᶄ　ࠃ֎の֐ࡂ等の場合は、֎຿লにΑるٸۓࡍࠃԉॿが行われ

た֐ࡂとする。
　（対象者）
第 3 条　ର৅者は、学資ෛ担者がٹ֐ࡂॿ๏ద用஍Ҭຢは֎຿ল

にΑるٸۓࡍࠃԉॿが行われた஍ҬにॅډしておΓ、次の各号
のいずれかに該当する入学ݧࢼの出ئ者（以Լʮ出ئ者ʯとい
う。）ຢはࡏ学ੜとする。

（ 1  ）学資ෛ担者がࢮ๢（֐ࡂ発ੜかΒ ý ϲ月以内）した者
（ 2  ）学資ෛ担者のॅډが൒յম以্のඃ֐を受けた者
（ 3  ）学資ෛ担者がոզ・࣬පにΑΓ ý ϲ月以্の入Ӄ加ྍが

必要と診断された者
（ 4  ）学資ෛ担者がࣦ業ຢはੜ׆අを得るためのੜ࢈手ஈ（ా・

ാ・ళฮ等）にਙ大なඃ֐が͋った者

ᶄ　ಛผな事৘にΑΓ、学ੜຊਓが学資ෛ担者となっているとき
は、前項ୈ 2 号かΒୈ 4 号·でのいずれかに該当する場合΋ద
用ର৅とし、͜の場合には、前項各号のʮ学資ෛ担者ʯをʮओ
たるՈࢧܭ持者で͋る෕฼ʯຢはʮओたる࢓送Γਓで͋る෕฼ʯ
とಡΈସえる͜と΋できる΋のとする。

　（申請手続等）
第 4 条　申੥者は、঑学ۚを希望する出ئ者及びࡏ学ੜとする。
ᶄ　出ئ者は入学センターへ入学ئॻの出࣌ئに、ࡏ学ੜは学຿

センターへ֐ࡂ発ੜ後 1 年以内に次に掲͛るॻྨを提出し、学
௕へئい出る΋のとする。たͩし、͜れにΑΓがたいಛผの事
৘が͋ると学௕が認めた場合は、͜のݶΓでない。

（ 1  ）大ن໛ࣗવࢧࡁܦ֐ࡂԉ঑学ۚڅ付申੥ॻ
（ 2  ）ॅຽථ
（ 3  ）成੷ূ明ॻ
（ 4  ）ඃࡂ状گにΑって次に該当するॻྨ

Ξ　学資ෛ担者がࢮ๢にΑる場合　ࢮ๢診断ॻ
イ　ॅډへのඃ֐にΑる場合　ެతؔػが発行するጶূࡂ明ॻ
΢　学資ෛ担者がոզ・࣬පにΑる場合　ҩࢣຢはҩྍؔػ

が発行する診断ॻ
Τ　学資ෛ担者がࣦ業にΑる場合　事業ओが発行する཭職ূ

明ॻ（ࣸ）等
Φ　学資ෛ担者がੜ׆අを得るためのੜ࢈手ஈ（ా・ാ・ళ

ฮ等）にඃ֐を受けた場合　ެతؔػが発行するඃূࡂ
明ॻ等

（ 5  ）そのଞຊ大学が必要とするॻྨ

別表第 3（第 2条、第 3条関係）
特 別 奨 学 生

छ

ྨ

ࣾ ձ ਓ 学 ੜ
঑ 学 ੜ

ࢲ අ ֎ ࠃ ਓ
ཹ 学 ੜ
̖ ঑ 学 ੜ

೿ཹ׵ަݣ学
঑ 学 ੜ

受 入 れ
ަ ׵ ཹ 学
঑ 学 ੜ

ւ ֎ ݚ 修
঑ 学 ੜ

ւ ֎ ӳ ޠ ݚ
修 ೿ ݣ ࢧ ԉ
" ঑ 学 ੜ

ւ ֎ ӳ ޠ ݚ
修 ೿ ݣ ࢧ ԉ
# ঑ 学 ੜ

ຊ 学 ଔ 業 等
ิ ॿ ঑ 学 ੜ

校 ༑ ձ
঑ 学 ੜ

大 学 ਪ ન
に Α る ࠃ අ
ਓཹ学ੜࠃ֎
঑ 学 ੜ

ࢿ

ɹ
ɹ
ɹ֨

ࣾձਓ入学ࢼ
にΑΓ入学しݧ
た学෦ੜ

資格がʮཹཹࡏ
学ʯのࢲඅ֎ࠃ
ਓཹ学ੜで、ܦ
ࡁ తにब 学 ࠔ
೉で͋ると認め
Βれる者

学੍౓ཹ׵ަ
にج ͮきւ ֎
の大学へཹ学
を認めΒれた者
で、ਓ෺・学業成
੷༏ल者、ຢは
各該当ޠݴの
定ݕ学ೳྗޠ
高得఺取ݧࢼ
得者

学੍౓ཹ׵ަ
にͮجきຊ学に
ཹ学を認めΒれ
た者。たͩし、୹
ϓϩάϥϜにظ
ついては、ࠓ後
定をక݁するڠ
Մ ೳ ੑ の ͋る
大 学 の 学 ੜを
ؚむ。

ຊ学の大学間
学 ज़ ަ ྲྀ ڠ
定（ ৚ ݅ を ຬ
たす学 ෦ ຢは
ݚ ڀ 科 間をؚ
む。）にͮجくւ
ݚ、修者でݚ֎
修ظ間がþ೔以
্の者。たͩし、
ਓ間学෦のւ
。修Ⅰはআくݚ֎

ࠃ ࡍ Խ ਪ ਐセ
ンターがืूす
るւ ֎ ӳ ޠ ݚ
修ϓϩάϥϜຢ
は 学 ෦ 等とࠃ
ࡍ Խ ਪ ਐセン
ターにΑる࿈ܞ
ւ֎ӳݚޠ修
ϓϩάϥϜに参
加する者で、学
෦等のࡍࠃҕ
員 ձが実 施す
るબߟにΑΓ࠾
用された者

ࠃ ࡍ Խ ਪ ਐセ
ンターがืूす
るւ ֎ ӳ ޠ ݚ
修ϓϩάϥϜຢ
は 学 ෦ 等とࠃ
ࡍ Խ ਪ ਐセン
ターにΑる࿈ܞ
ւ֎ӳݚޠ修
ϓϩάϥϜに参
加する者

ᶃ ຊ 学 ଔでଞ
の 学 ෦ ݚ、
科へ入学ڀ
する者

ᶄ ຊ 学に੶を
ஔいた者で
ୀ学ののち、
౓入学す࠶
る者

ਓ ෺ ༏ ल 者で
学 業 成 ੷ ຢは
ମ育ٕೳ༏ल
者

จ෦科学লの
定めに従って大
学 かΒਪ ન さ
れ、ࠃඅ֎ࠃਓ
ཹ学ੜ঑学ੜ
に࠾ 用 された
者

ื
ू

4月 4～ç5ç月、
9～10月

ਵ࣌ ਵ࣌ ਵ࣌ 学 ෦ 等 の ࠃ ࡍ
ҕ員ձが定める

学 ෦ 等 の ࠃ ࡍ
ҕ員ձが定める

入学࣌ 4月

ظ

ؒ

入 学 年 ౓ かΒ
௨4ࢉ年間。

（ຖ年౓ߋ৽手
続が必要）

学中ࡏ
（ຖ年౓ߋ৽手
続が必要）

೿ظݣ間 受入れظ間 当該年౓ 当該年౓ ਓཹࠃ֎අࠃ
学ੜ঑学ੜとし
て࠾用されてい
るظ間

ਓ

਺

該当する者શ員 該当する者શ員 年間30໊以内。
※൒年間のަ
学の場合ཹ׵
は、0�5ਓ෼とし
て取Γѻう。

ᶃセϝスターϓ
ϩάϥϜ
該当者
ᶄ୹ظϓϩάϥ
Ϝ
年間20໊以内

該当する者શ員 ຖ 年 1 ÿ 0 ໊ 以
内。

該当する者શ員 該当する者શ員 校 ༑ ձが指 定
する

੶者શମで5ࡏ
໊以内

څ
෇
ֹ

授 業 ྉ 及び実
実習අ年ֹݧ
の1�2

授業ྉ年ֹの
3�10

ᶃΞジΞへのަ
学ཹ׵
月ֹ4ສԁ
ᶄΞジΞ以֎へ
のަཹ׵学
月ֹýສԁ

ᶃセϝスターϓ
ϩάϥϜ
月ֹýສԁ以内
ᶄ୹ظϓϩάϥ
Ϝ
5ສԁ

5ສԁ 20ສԁຢはݚ
修අ用૯ֹの
1ö2のいずれか
গないֹ

5ສԁ 入学ۚのֹ 校 ༑ ձが決 定
する

入 学 ݕ 定
ྉ 及 び 学 අ

（จ෦科学লの
定めるج準に準
͡る。）

7．その他奨学生
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ᶅ　申੥ができるのは、出ئ者については入学の前年౓に֐ࡂ等
が発ੜした場合、ࡏ学ੜについてはࡏ学中に発ੜした場合にݶ
る΋のとする。

　（給付の決定及び通知）
第 5 条　学௕は、ୈ 3 ৚のن定に該当する者かΒ、前৚にͮجく

申੥が͋ったときは、ඃࡂの内༰を学຿センターҕ員ձで審ٞ
し、঑学ۚڅ付ֹを決定のうえ、その݁Ռを申੥者へ௨஌する。

　（奨学金給付額）
第 6 条　঑学ۚڅ付ֹは、次の各号のいずれかに該当する者にର

して、それぞれのֹۚを্ݶとしてڅ付する͜とができる。
（ 1  ）ୈ 3 ৚ୈ 1 項ୈ 1 号ຢはୈ 2 号に該当する者　学අ（授

業ྉ・実ݧ実習අ・施ઃඅ）の年ֹ
（ 2  ）ୈ 3 ৚ୈ 1 項ୈ 3 号ຢはୈ 4 号に該当する者　学අ（授

業ྉ・実ݧ実習අ・施ઃඅ）の年ֹの 1�2 のֹ
ᶄ　ඃࡂ状گがୈ 3 ৚各号のいずれかに該当する出ئ者について

は、入学ݕ定ྉ、入学ۚのશֹを্ݶとしてڅ付する͜とがで
きる。

　（期間）
第 7 条　঑学ੜのظ間は、出ئ者については֐ࡂ発ੜのཌ年౓か

Β 1 年間、ࡏ学ੜについては֐ࡂ発ੜのཌظかΒ 1 年間（最終
学年のࡏ学ੜの場合は、前ظに֐ࡂが発ੜした場合は൒年間と
し、後ظに発ੜした場合はڅ付しない。）とする。たͩし、学
௕が認めた場合は、ಛผにظ間を定める͜とができる。

ᶄ　前項にかかわΒず、֐ࡂ発ੜのཌ年以߱΋Ҿき続きඃࡂ状گ
にվળがΈΒれない場合は、学຿センターҕ員ձ及び大学ٞڠ
ձで審ٞの্、1 年ຖに੍౓のԆ௕をする͜とができる。

　（給付方法）
第 8 条　঑学ۚのڅ付は、入学ݕ定ྉ、入学ۚ、学අかΒ঑学ۚ

ֹをֹݮする͜とで行う。たͩし、申੥者がֹݮର৅となる学
අ等をೲ付後は、͜のݶΓではない。

　（他の奨学金制度との重複）
第 9 条　ଞの঑学ۚとのॏෳ受څは、学අ（授業ྉ・実ݧ実習අ・

施ઃඅ）の年ֹのൣғでՄೳとする。
ᶄ　前項のن定にかかわΒず、঑学ੜنఔୈ 2 ৚ୈ 3 項ୈ 1 号か

Βୈ 3 号·で、ಉ৚ୈ 4 項ୈ 2 号及びୈ 9 号に該当する঑学ੜ
については、ॏෳ受څできない。

ᶅ　঑学ੜنఔୈ 2 ৚ୈ 4 項ୈ 10 号に該当する঑学ੜ、੺㟒༐
৆঑ྭۚ取ѻ内نにおける঑学ੜຢはきたれʂ૑଄ܕ実学Ԡԉ
校༑ձ঑学੍ۚ౓にؔする要項における঑学ੜについては、授
業ྉ等の年ֹのൣғを௒えてॏෳ受څをՄೳとする。

ᶆ　学ੜのݟ෣にؔする要項ୈ 4 ৚に該当するݟ෣ۚは、受څՄ
ೳとする。

　（給付取消）
第 10 条　申੥者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、څ

付の決定を取ফし、څ付したಛผ঑学ۚの一෦ຢはશ෦をฦؐ
させる͜とができる΋のとする。

（ 1 ）ୀ学したとき。
（ 2 ）ఀ学そのଞのॲ෼を受けたとき。
（ 3 ）提出ॻྨにِڏの記載が͋ったとき。
　（返還の免除）
第 11 条　څ付を受けた者が、ඃࡂにΑるඃ֐のӨڹにΑΓ学業の

೉となΓୀ学する͜とになる場合は、前৚ୈࠔ続がܧ 1 号のن定
にかかわΒずฦؐを免আする͜とが͋る。

　（非常事態における対応）
第 12 条　֐ࡂ等にΑΓຊ学ॴࡏ஍Ҭにਙ大なඃ֐がੜ͡た場合

には、状گにԠ͡てରԠする΋のとする。

　（目的）
第 1 条　͜のنఔは、໊৓大学学ଇୈ 4ý ৚及び໊৓大学大学Ӄ

学ଇୈ 3þ ৚にن定する௄ռにؔし、必要な事項を定める΋の
とする。

　（懲戒の対象となりうる行為）
第 2 条　௄ռのର৅となΓうる行ҝは、次の各号に掲͛る΋のと

する。
（ 1 ）൜ࡑ行ҝ等のࣾձత諸டংを৵൜する行ҝ
（ 2 ）ॏ大なަ௨๏نҧ൓
（ 3 ）৘報ྙཧに൓する行ҝ
（ 4 ）学問తྙཧに൓する行ҝ
（ 5 ）大学の学習、׆ڀݚಈ等のਖ਼当な׆ಈを๦֐する行ҝ
（ ý ）ϋϥスϝント行ҝ
（ þ ）そのଞ学ੜのຊ෼に൓する行ҝ
　（懲戒の対象とする期間）
第 3 条　௄ռのର৅とするظ間は、入学後、ຊ大学の学੶を༗す

るظ間とする。
　（懲戒の判断基準）
第 4 条 ௄ռ等の決定に͋たっては、次の各号に掲͛る事項を教

育త഑ྀにͮجき૯合తにྀߟする΋のとする。
（ 1 ）当該学ੜのඇҧ行ҝのಈػ、ଶ༷及び݁Ռ
（ 2 ）当該学ੜのނҙຢはաࣦのఔ౓
（ 3 ）当該学ੜのਫ਼ਆ࣬ױ等のఔ౓
（ 4 ）当該学ੜのաڈのඇҧ行ҝの༗ແ
（ 5 ）ඃ֐を受けた者のਫ਼ਆతۤ௧をؚめたඃ֐のఔ౓
（ ý ）ଞの学ੜ及びࣾձに༩えるӨڹ
（ þ ）աڈの事ྫ

ᶄ　ʮ学ੜの௄ռガイυϥインʯについては、ผに定める。
　（懲戒決定までの手続き）
第 5 条 学෦௕ຢはڀݚ科௕（以Լʮ学෦௕等ʯという。）は、

௄ռのର৅となΓうる行ҝがॴଐ学ੜにΑって行われた͜とを
஌Γ得たときは、当該学ੜに事実確認のௐ査を行う旨を告஌し、
ձを༩えなけれ͹なΒない。学෦ػ಄ຢはจॻにΑるห明のޱ
௕等は஗଺なく事実確認及び当該学ੜにରする事৘ௌ取を行
い、௄ռが૬当と൑断した場合は௄ռ手続きを։࢝する。たͩ
し、当該学ੜにରする事実確認及び事৘ௌ取について、౒ྗを
ਚくして΋なおそれを行う͜とができない等、ಛஈの事৘が͋
る場合は、͜のݶΓではない。

ᶄ　௄ռ内༰は、確認した事実及び当該学ੜにରする事৘ௌ取に
科ҕ員ձ（以Լʮ学෦教授ձ等ʯڀݚき、学෦教授ձຢはͮج
という。）及び大学ٞڠձにおいて審ٞし、学௕が決定する。

　（懲戒の内容）
第 6 条 ௄ռの内༰は次の各号のとおΓとする。
（ 1 ）ୀ学は、学ੜとしての਎෼をണୣし、࠶入学を認めない。
（ 2 ）ఀ学は、ແظຢは一定ظ間、学ੜの教育՝ఔのཤ修及び

՝֎׆ಈをఀࢭする。
（ 3 告は、学ੜに行ったඇҧ行ҝを確認し、ॻ面を΋って܇（

ռめる。
　（自宅待機）
第 7 条 学෦௕等は当該学ੜの行ҝをୀ学ຢはఀ学に該当する͜

とが明നで͋ると認めたときは、௄ռॲ෼が決定する·での間、
ࣗ୐଴ػを໋ずる͜とができる。

ᶄ　前項にΑΓࣗ୐଴ػを໋͡た場合は、登校及びຊ大学ੜとし
ての׆ಈを੍ݶする。͜の間、学෦教授ձ等は教育త指導を行
う͜とができる。なお、ࣗ୐଴ػのظ間はఀ学ظ間にࢉ入でき
る΋のとする。

8．学生懲戒規程
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　（学生への通告及び保証人への通知）
第 8 条　学௕は、学ੜにରし௄ռの内༰をจॻにΑΓ௨告する。
ᶄ　学௕は、学ੜのอূਓにରし௄ռの内༰をจॻにΑΓ௨஌する。
ᶅ　受け取Γڋ൱等にΑΓ௚઀௨告できない場合は、内༰ূ明༣

ศ等にΑΓ送付し、഑ୡされた࣌఺で௨告した΋のとΈなす。
　（無期停学の解除）
第 9 条　ແఀظ学のղআは、学෦教授ձ等及び大学ٞڠձにおい

て審ٞし、学௕が決定する。
ᶄ　ແఀظ学のղআについての学ੜへの௨告及びอূਓへの௨஌

は、前৚のن定を準用する。
　（懲戒に関する記録）
第 10 条　学෦௕等は、௄ռの内༰を学੶฽に記録する。
　（不服申立て）
第 11 条　௄ռを՝せΒれた学ੜは、ෆ෰申ཱてをする͜とがで

きる。
ᶄ　ෆ෰申ཱてをしΑうとする学ੜは、ෆ෰申ཱॻを学௕に提出

しなけれ͹なΒない。
ᶅ　ෆ෰申ཱては、௄ռの௨告を受けた೔かΒ 30 ೔以内に行う

͜とができる。たͩし、ຊ項に定めるظ間内にෆ෰申ཱてをす
る͜とができないਖ਼当なཧ༝が認めΒれる場合は、そのཧ༝が
ফ໓した೔かΒ 30 ೔以内にෆ෰申ཱてを行う͜とができる。

　（不服申立審査委員会）
第 12 条　学௕は、前৚のෆ෰申ཱてにͮجきෆ෰申ཱ審査ҕ員

ձ（以Լʮҕ員ձʯという。）をઃஔする。
ᶄ　ҕ員ձは、෭学௕のうち 1 ໊及びෆ෰申ཱてを行った学ੜが

ॴଐする学෦ຢはڀݚ科以֎の学෦௕等 3 ໊で構成する。
ᶅ　ҕ員ձは必要と認める場合、ห࢜ޢ等ઐ໳Ոに出੮をٻめる

͜とができる。
　（委員会手続き）
第 13 条　ҕ員ձは、学ੜかΒ提出されたෆ෰申ཱॻにͮجき審

査を行う。
ᶄ　ෆ෰申ཱてをした学ੜは、ॻ面でҙݟをड़΂、資ྉを提出す

る͜とができる。
ᶅ　ҕ員ձは、௄ռの内༰が૬当で͋ると൑断した場合は、ෆ෰

申ཱての٫غをٻめる旨のק告を学௕に行う。
ᶆ　ҕ員ձは、௄ռの内༰が૬当でないと൑断した場合は、௄ռ

の取ফしຢはมߋをٻめる旨のק告を学௕に行う。
ᶇ　学௕は、前 2 項のק告を受けて࠶審ٞの必要の༗ແを決定し、

その݁Ռを、ෆ෰申ཱてをした学ੜにจॻにΑΓ௨告する。
ᶈ　受け取Γڋ൱等にΑΓ௚઀௨告できない場合は、内༰ূ明༣

ศ等にΑΓ௨告し、഑ୡされた࣌఺で௨告した΋のとΈなす。
　（再審議）
第 14 条　学௕は、前৚ୈ 5 項において、࠶審ٞが必要と決定し

た場合には、当該学෦௕等に࠶審ٞをٻめる΋のとする。
ᶄ　前項の場合、学෦௕等は、事実確認及び当該学ੜにରする事

৘ௌ取を࠶౓行う。
ᶅ　௄ռの取ফしຢはมߋのՄ൱は、学෦教授ձ等及び大学ٞڠ

ձにおいて࠶審ٞを行い、学௕が決定する。
ᶆ　࠶審ٞの決定内༰についての学ੜへの௨告及びอূਓへの௨

஌は、ୈ ÿ ৚のن定を準用する。
　（懲戒対象者の学籍異動）
第 15 条　学෦௕等は、当該学ੜかΒ௄ռの決定前にୀ学、ٳ学

等のئいが出た場合は、௄ռの決定·でอཹѻいとする。
ᶄ　ఀ学ظ間中の学ੜについては、ୀ学をئい出た場合は͜れを認

める΋のとし、ٳ学をئい出た場合は͜れを認めない΋のとする。
ᶅ　ఀ学ظ間中にୀ学した学ੜの࠶入学は認めない΋のとする。
　（停学期間中の指導）
第 16 条　当該学ੜのఀ学ظ間中、学෦教授ձ等は、教育త指導

を行う。

1 授業の場合
（ 前ޕ（  1 þ 報が発ྩ中の場合は、1ܯにおいて๫෩ࡏݱ࣌ ݶ࣌

目かΒ 5 前ޕ、目·での授業を行わない。たͩしݶ࣌ 10 ࣌
·でに๫෩ܯ報がղআされた場合は、ޕ後の授業を行う。

（ 後ޕ（  2 3 報が発ྩ中の場合は、ý・þܯにおいて๫෩ࡏݱ࣌
。目の授業を行わないݶ࣌

前ޕ（  3 ） þ ࣌以後、๫෩ܯ報が発ྩされた場合は、ୈ 1 号を
ద用し、ޕ後 3 ࣌以後、๫෩ܯ報が発ྩされた場合は、前号
をద用する。

2 の場合ݧࢼ
（ 前ޕ（  1 þ 後ޕ、報が発ྩ中の場合はܯにおいて๫෩ࡏݱ࣌ ý

࣌以前実施のݧࢼをԆظする。
（ 後ޕ（  2 3 後ޕ、報が発ྩ中の場合はܯにおいて๫෩ࡏݱ࣌ ý

࣌以後実施のݧࢼをԆظする。
前ޕ（  3 ） þ ࣌以後（ޕ後 ý ࣌以後実施のݧࢼはޕ後 3 ࣌以後）

๫෩ܯ報が発ྩされた場合は、௚ちにݧࢼを中ࢭし、࢒Γの
。するظをԆݧࢼ

3  前 2 項の΄か、֐ࡂ等のٸۓ事ଶがੜ͡、授業及びݧࢼにࢧ
োが͋ると൑断された場合のાஔについては、その౎౓学຿セ
ンター௕が決定し、学௕及び学෦௕に報告する΋のとする。
　なお、֐ࡂ等とは、஍਒、෩ਫ֐、ઇ޿、֐Ҭఀి、མཕ等をいう。

1 授業の場合
（ 前ޕ（  1 þ 、౦ւ（౦ւಓઢ、中ԝઢຢはؔ੢ઢ）̧̟ࡏݱ࣌

ۙమ、໊మ及び໊ݹ԰ࢢのަ௨ؔػ（ࢢόスຢは஍Լమ）の
うち、いずれかのަ௨ؔػがストϥイΩを実施している場合
は、授業を行わない。たͩし、ޕ前 10 ࣌·でにストϥイΩ
がղআされたときは、ޕ後の授業を行う。

（ 後ޕ（  2 2 ࣌以後、前号のストϥイΩを実施している場合は、ý・
þ 。目の授業を行わないݶ࣌

2 の場合ݧࢼ
（ 前ޕ（  1 ý ࣌かΒޕ前 9 ࣌·での間に、̧̟౦ւ（౦ւಓઢ、

中ԝઢຢはؔ੢ઢ）、ۙ మ、໊ మ及び໊ݹ԰ࢢのަ௨ࢢ）ؔػ
όスຢは஍Լమ）のうち、いずれかのަ௨ؔػがストϥイΩ
を実施している場合は、ݧࢼをԆظする。

（ 後ޕ（  2 2 ࣌以後、前号のストϥイΩを実施している場合は、
後ޕ ý ࣌以後実施のݧࢼをԆظする。

3  ަ௨ؔػのストϥイΩとは、௨学ݍ内のަ௨ؔػがશ面ӡٳ
ຢは、͜れにۙい状ଶをいう。

4  ಛผの授業科目については、学෦にΑΓద用がҟなる場合が
͋るので、学຿センターの指示に従う΋のとする。

5  前各項の΄か、ަ௨ؔػのӡ行がࠞཚし、授業及びݧࢼにࢧ
োが͋ると൑断された場合のાஔについては、その౎౓学຿セ
ンター௕が決定し、学௕及び学෦௕に報告する΋のとする。

9．暴風警報、災害等に伴う授業及
び試験の取扱内規

10．交通機関のストライキ等の場
合の授業及び試験の取扱内規
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　（目的）
第 1 条 ʮೆւトϥϑ஍਒ྟ࣌৘報ʯが発表された場合は、各ࣗで、

ࣗ෼の໋はࣗ෼でकる͜とをҙࣝし、҆શな場ॴにආ೉し、ة
定のとおنຊ෦の指示にΑΓ、ୈ̏৚及びୈ̐৚·でのࡦରػ
Γ取Γѻう΋のとする。

　（定義）
第 2 条 ͜の内نにおけるʮೆւトϥϑ஍਒ྟ࣌৘報ʯとは、次

の各号に掲͛る৘報をいう。
（ 1  ）ʮೆւトϥϑ஍਒ྟ࣌৘報（ௐ査中）ʯ
（ 2  ）ʮೆւトϥϑ஍਒ྟ࣌৘報（ڊ大஍਒ܯռ）ʯ
（ 3  ）ʮೆւトϥϑ஍਒ྟ࣌৘報（ڊ大஍਒஫ҙ）ʯ
（ 4  ）ʮೆւトϥϑ஍਒ྟ࣌৘報（ௐ査終了）ʯ
　（授業及び試験）
第 3 条 前৚ୈ 1 号かΒୈ 3 号·でに掲͛る৘報が発表された

場合は、次のとおΓ取Γѻう΋のとする。
（ 1  ）授業をߨٳとし、ݧࢼを中ࢭする。
。するΑう指示するࢭ୐中及び௨学్中の場合は、登校を中ࡏ（  2 ）
（ 3  ）ຊ学施ઃ内にいる場合は、大学かΒ࿈བྷ及び指示する。
（ 4  ）授業の࠶։及びݧࢼの実施については、ผ్指示する。
ᶄ　前৚ୈ 4 号に掲͛る৘報が発表された場合は、次のとおΓ取

Γѻう΋のとする。
（ ୐中及び௨学్中の場合は、҆શを確認してかΒ登校すࡏ（  1

るΑう指示する。
（ 2  ）ຊ学施ઃ内にいる場合は、大学かΒ࿈བྷ及び指示する。
　（その他）
第 4 条　֐ࡂ等にΑΓຊ学ॴࡏ஍Ҭにਙ大なඃ֐がੜ͡た場合に

は、状گにԠ͡てରԠする΋のとする。

　大学内において、ສ一の֐ࡂが発ੜしたとき、օさΜは、ద੾
なආ೉行ಈをとる͜とが必要です。֐ࡂのܗଶ΍発ੜ場ॴにΑっ
ては、ආ೉ルート΍ආ೉ํ๏΋ྀߟしなけれ͹なΓ·せΜが、ج
ຊతな要ྖを示し·すので、ීஈかΒ各ࣗ心得ておき·しΐう。
発ੜ࣌におけるରԠ要ྖは、શ学ੜに഑෍（஍਒・ࡂՐ）֐ࡂ　
しているʮ大஍਒ରԠϚχュΞルʯを参রئい·す。
　なお、各Ωϟンύスにおけるආ೉場ॴはԼ記のとおΓです。

11．「南海トラフ地震臨時情報」が
発表された場合の授業及び試験の
取扱内規

12．災害に対する心得
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　職員ຢは学ੜ等がଞの職員ຢは学ੜ等に、ҿञのڧ要、඄
ᨱ、中ই、෩ධのྲྀ෍、ੑత指向ຢはੑࣗ認にؔする෠ৱ等
にΑΓਓ格ຢはਓݖを৵֐して、向学ҙཉ、࿑ಇҙཉ、教育
ಈ等ݴຢはѱԽさせる݁Ռとなるෆద੾な֐等を્ڥ؀ڀݚ
を行う͜とຢはো֐をཧ༝とするࠩผにΑΓো֐者のݖརར
ӹを৵֐する行ҝをいい·す。

３．ハラスメントのないキャンパスを実現するために
（ 1  ）ϋϥスϝントのඃ֐に͋ったときには

ᶃͻとΓで೰·ないで
　ϋϥスϝントを受けたと͡ײたΒ、ͻとΓで೰·ずに、
อ健センター（Լ記࿈བྷ先）に࿈བྷしてくͩさい。૬談に
དྷる͜とがためΒわれる場合は、·ず਎ۙで৴頼できるਓ
に૬談をしてくͩさい。૬談にはՈ଒΍৴頼できる༑ਓ、
教職員と一ॹにདྷる͜と΋でき·す。

ᶄ記録を࢒してくͩさい
　͋なたが受けたݴಈについて、ʮいつ、Ͳ͜で、୭かΒ、
ͲのΑうな͜とかがわかる記録（ࣗචのϝϞ・ϝール・録
Ի等）ʯを࢒しておくと、૬談΍申ཱてのࡍに໾ཱち·す。

ᶅٸۓの場合は࡯ܯに࿈བྷを
　૬手かΒの๫ྗ行ҝなͲで、心਎にݥةを͡ײたΓ、ۓ
に࡯ܯ、めٻを要する場合は、໎わずपғのਓにॿけをٸ
࿈བྷをしてくͩさい。

（ 2  ）ϋϥスϝントをݟかけたΒ
ᶃݟա͝さない༐ؾを

　ूஂ内でϋϥスϝントのଘࡏが໧認されてし·うと、そ
れが׳習Խしঃʑにڥ؀がѱԽしていき·す。पғのਓた
ち΋そのؔ܎にרき込·れてし·うため、ಛに教育、指導、
؅ཧ؂ಜするཱ場に͋るਓのՌたす໾ׂはॏ要です。ϋϥ
スϝントをݟա͝さない༐ؾを持ち·しΐう。

ᶄ૬談をקめる
　ϋϥスϝントについての૬談を受けた場合は、必要にԠ
͡て૬談員（Χ΢ンセϥー）にΑるϋϥスϝント૬談をק
めてくͩさい。そのࡍ、૬談されたਓがಉ行する͜と΋Մ
ೳです。

ᶅ஌Γ得た৘報のѻいは৻ॏに
　૬談内༰等の஌Γ得た৘報については、ϓϥイόγーに
े෼に഑ྀしຊਓのҙ向をଚॏし৻ॏにѻい·しΐう。

（ 3  ）加֐者になΒないために
ᶃޓいのਓ格をର等にଚॏする࢟੎を持ち·しΐう。
ᶄࣾձతにܗ成されたੑผҙࣝ、たとえ͹ʮஉੑ΍ঁੑは

͜う͋る΂きʯͩというݻ定తなੑ໾ׂ؍なͲのภった
。えํをԡしつける͜とはආけ·しΐうߟ・ํݟ

ᶅ͋なたのՈ଒΍਎ۙなਓが受けたとしたΒෆշͩとࢥう
行ҝは৻むという心構えが大੾です。

ᶆ൓ରҙݟ΍ʮノーʯというҙࢥ表示がないかΒとݴって、
それが合ҙ・ಉҙとはݶΓ·せΜ。ཱ 場΍஍位が্のਓ（指
導者΍先ഐ）はे෼഑ྀしてくͩさい。学֎でのݴಈで
͋って΋、૬手が教育・ڀݚ、ब学、ब࿑্のؔ܎の͋
るຊ学構成員で͋れ͹ϋϥスϝントに͋たるՄೳੑが͋
Γ·す。

ˎϋϥスϝントにؔする૬談先ɿอ健センター（学ੜ૬談ࣨ）
（������������、IPLFO!DDNM�NFJKP�V�BD�KQ）

ˎ大学̝̥
（IUUQT���XXX�NFJKP�V�BD�KQ�DBNQVT�MJGF�QEG�IBSBTTNFOU�QEG）
΋参রしてくͩさい。

はじめに

　大学におけるਓ間ؔ܎は、ࣗ༝でฏ等なؔ܎がอূされ、ޓい
に૬手をଚॏし͋う͜とがج൫となってい·す。ϋϥスϝントは、
する΋ので͋Γ、いかなる場合に΋許される΋֐を৵ݖਓのਓݸ
のでは͋Γ·せΜ。
　໊৓大学（以Լ ｢ຊ学｣ といい·す。）は、ຊ学の構成員及びؔ
ਓとしてଚॏされ、ϋϥスϝントのないշదݸ者一ਓͻとΓが܎
なڥ؀で҆心してษ学に、՝֎׆ಈに、ڀݚに、ຢはࣥ຿にઐ೦
でき、充実したΩϟンύスϥイϑを送る͜とのできる大学を目指
して、以Լのガイυϥインを定め·す。

１. ガイドラインの対象及び適用範囲
（ 1  ）͜のガイυϥインは、ຊ学のશての構成員及びؔ܎者（以

Լʮ構成員等ʯといい·す。）をର৅とし·す。なお、構成
員とは、職員、学ੜ、そのଞຊ学において教育、ڀݚ、職຿、
学業等に従事するす΂ての者を指し·す。ؔ܎者とは、学ੜ
のอޢ者、取Ҿ先及び実習先のؔ܎者を指し·す。

（ 2  ）͜のガイυϥインは、ϋϥスϝントがຊ学の構成員૬ޓ間
及び構成員とؔ܎者との間で発ੜຢは問୊となった場合に、
それがىった場ॴ・࣌間を問わず、ద用され·す。

２．ハラスメントとは

　ϋϥスϝントとは、૬手のҙに൓するෆద੾なݴಈ（ෆ作ҝを
ؚむ）にΑΓ૬手をෆշにさせたΓ、ෆརӹ΍ଛ֐を༩える͜と
にΑって、ຊ学で学び、ڀݚし、ಇくڥ؀をѱԽさせる͜とをい
い·す。ຊ学のϋϥスϝント๷نࢭఔでは、ʮϋϥスϝントʯと
して以Լの̑つに෼けて定めてい·す。
（ 1  ）セΫγュΞル・ϋϥスϝント

　ब学্・ब࿑্の༏位な஍位΍্Լؔ܎等をར用してなさ
れるஉঁ間ຢはಉੑ間における ｢ੑతݏがΒせ、ੑతなかΒ
かい、ੑతない͡め、ੑత๫ྗ｣ の͜とをいい·す。

（ 2  ）ΞΧσϛοΫ・ϋϥスϝント
がΒせ΍ࠩผݏをར用したྗݖ、教育の場における・ڀݚ　
の͜とです。
　ੑผを問わず、׆ڀݚಈ、教育指導、๫ྗత発ݴ΍行ҝな
Ͳで૬手に਎ମత、ਫ਼ਆతۤ௧΍ෛ担、΋しくはۃ౓のෆշ
。をෛわせる͜とをいい·すײ

（ 3  ）ύϫー・ϋϥスϝント
　ब学্、ब࿑্の༏ӽతなؔ܎をར用して、そのӨྗڹを
ཞ用するݴಈの͜とです。
　指導のൣᙝを௒えてܧ続తに学ྺ・ମܕ・Ո଒・ϓϥイό
γーにؔする͜となͲを࿩୊にし、ਓ格とଚݫを৵֐しෆ҆
を༩える͜と΍、૬手のҙに൓してその࿑ྗを使用したΓ߆
ଋしたΓして、ෆշײを͡ײさせる͜とをいい·す。
　͜のうち、指導教員と学ੜ、教授とڀݚ員なͲ教育・ڀݚ
্の஍位ؔ܎をར用して行われるϋϥスϝントを、ΞΧσ
ϛοΫ・ϋϥスϝントといい·す。

（ 4  ）೛৷・出࢈・育ٳࣇ業等にؔするϋϥスϝント
　೛৷एしくは出࢈した͜とຢは育ٳࣇ業、հٳޢ業等のར
用にؔする一ํ当事者のݴಈにΑΓ、೛৷एしくは出࢈した
ଞํ当事者ຢは育ٳࣇ業、հٳޢ業等を申出एしくは取得し
たଞํ当事者の教育、ڀݚ、ब学及びब業ؔ܎が֐される行
ҝをいい·す。

（ 5  ）そのଞのϋϥスϝント

13．ハラスメントの防止等に関する
ガイドライン




